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提案団体
の属性

提案
団体

年
年別
管理
番号

分野 関係府省 具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

H28 219 03_医療・福
祉

都道府県 徳島県、滋賀
県、大阪府、和
歌山県、鳥取
県、堺市

内閣府、厚
生労働省

B　地方
に対する
規制緩和

子ども・子育て支援交付金要綱
第３条

「子ども・子育て支援交付
金補助要綱」の対象経費
の明確化

病児・病後児ファミリー･サポート･センターの円滑な設
立・運営のため、「子ども・子育て支援交付金」の対象経
費を明確化し、「感染症対策に要する経費」についても
対象になる旨明記すること。

病児・病後児ファミリー･サポート･センターの設立・運営については様々なニーズがあるが、特に慎重な対
応を要する病児・病後児預かりを行うため感染症対策の強化について市町村及びファミサポ運営者より強
い要望が出されている。また、「提供会員自身を通じて家族にうつることが心配」という提供会員の不安感
から、提供会員と依頼会員のマッチングを行いづらく、県内の病児・病後児ファミリー・サポート・センターの
事業展開が円滑に進まない状況にある。
病児・病後児ファミリー・サポート・センター事業を進めていくに当たっては、感染症対策は特に重要であ
る。一方、子ども・子育て支援交付金交付要綱の交付対象の記載は「実施に必要な経費」と曖昧であり、
感染症対策に関する経費について対象経費となるか読み取れないことから、提供会員・依頼会員双方の
要望に応える設立・運営に踏み切れず、「仕事と子育ての両立」を病児・病後児ファミリー・サポート・セン
ター事業を通じて推進していきたい県としても、理解を得ることに苦慮している。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 220 03_医療・福
祉

都道府県 徳島県、滋賀
県、兵庫県、和
歌山県、鳥取
県、堺市

内閣府、厚
生労働省

B　地方
に対する
規制緩和

病児保育事業実施要綱 病後・病後児ファミリーサ
ポートセンター安定運営
のための保育士配置基
準の緩和

病児保育事業（病児対応型、病後児対応型）について
は、看護師等を利用児童おおむね10人につき１名以上、
保育士を３人につき１名以上配置することとされている
が、保育士の配置基準を緩和し、「看護師等を利用児童
おおむね10人につき１名以上、専用の講習を受けたファ
ミリー・サポート・センター会員を利用児童１人につき１名
以上」の配置も可能とすること。

地方においては、病児保育需要の絶対数が都市部より少なく、病児保育事業を実施しようとしても、預か
る病児が少数であることや、預からない時間帯が多く発生することが想定される。また「潜在保育士」の言
葉が示すように保育士の確保が困難である状況が存在することから、保育士の配置を義務付けてしまうこ
とにより、病児保育施設での人材不足や固定人件費の負担が大きな課題となり、結果として施設のスムー
ズな運営や、新規設立を妨げてしまっている。
このような中、本県では平成27年７月に24市町村全てにファミリー・サポート・センターが設置され、同年11
月には全市町村においてファミリー・サポート・センター会員が国の基準を満たす50人以上の会員数とな
るなど、ファミリー・サポート・センターを活用した子育て援助の体制整備が年々普及していることから、これ
ら会員の力を活用して、保育士確保の問題に悩む地方における病児保育事業の普及を図ることができる
と考えている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 221 02_農業・農
地

都道府県 徳島県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

農地集積・集約化対策事業実
施要綱別記2の第4の3

円滑な農地集積のため
の「経営転換協力金」の
事業費上限の見直し

「経営転換協力金」について、国が都道府県への交付基
準を定めたことにより、要綱で定めた単価での事業実施
が困難となったため、国の交付基準を変更する。

農地集積のため、農地中間管理機構に自作地を貸し付けた農業者に交付される「経営転換協力金」につ
いては、「担い手への農地集積推進事業実施要綱」により交付単価が定められている。
　①0.5㌶以下　　　　　：30万円／戸
　②0.5㌶超2.0㌶以下：50万円／戸
　③2.0㌶超　　　　　　　：70万円／戸
現状、事業費上限があるため、要綱で示す交付単価では経営転換協力金の運用は難しく、経営規模が
小さい農家が多い地域においては、都道府県の判断によりやむを得なく大幅な単価切り下げを余儀なくさ
れ、機構の活用が進まず、制度に対する不信感が生じる恐れがある。

－

H28 222 10_運輸・交
通

都道府県 徳島県、滋賀
県、兵庫県、和
歌山県、鳥取県

国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

道路運送法第78条、同法施行
令第48、49条

過疎地域及びそれに類
する地域（以下、「過疎地
域等」という）における「二
次交通」確保のため道路
運送法の規制緩和

バス・タクシー等の既存交通事業者が十分に存在しない
場合など、一定要件のもと、自家用有償旅客運送の実施
主体に地方公共団体の要請を受けた旅館事業者等の民
間事業者を加えること。

　現行法上、道路運送法（78条）において、自家用有償運送の実施主体は、市町村、NPO法人、社会福
祉法人、商工会議所等（以下、「準公的団体」という。）に限られているが、過疎化地域等においては、公
共交通機関が十分でない地域も多く、観光誘客上の「二次交通」の確保が観光誘客上の課題となってい
る。
一般の旅行者からの声もあり、また、現状の非営利団体（NPO法人等）だけの運送では、不十分となって
いる。過疎地域等においては、人的制約及び距離的制約などから、対応可能な準公的団体も少なく、制
度が十分に活用できていない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 223 05_教育・文
化

都道府県 徳島県、滋賀
県、大阪府、兵
庫県、和歌山
県、鳥取県、京
都市、堺市、関
西広域連合

文部科学省 B　地方
に対する
規制緩和

・義務教育諸学校等の施設費の
国庫負担等に関する法律第１２
条第２項
・学校施設環境改善交付金要
綱第２第２項(別表1-7-ｶ）

インクルーシブ教育の推
進のための「学校施設環
境改善交付金」の補助対
象の見直し

学校施設環境改善交付金　大規模改造（障害児等対
策）の対象に、高等学校を追加すること。

障がいのある生徒の県立高校進学者数は増加傾向のため、施設面の障壁をなくすバリアフリー対策工事
が急がれるが、高等学校は国の支援制度の対象となっていないため十分な対策ができない。

－

H28 224 05_教育・文
化

都道府県 徳島県、大阪
府、兵庫県、和
歌山県、鳥取
県、京都市、関
西広域連合

文部科学省 B　地方
に対する
規制緩和

学校教育法施行規則(第83条,
第84条，第85条，第85条の2)

学習指導要領(第2款1，第3款
2(1))

6次産業化教育推進のた
めの「専門学科・科目の
履修条件」の緩和

6次産業化教育の推進に必要な教育課程を編成するた
め、高等学校学習指導要領に記載する専門学科におけ
る「専門学科・科目の履修条件」を緩和し、「専門教科・
科目の履修と同様の成果又は社会の発展に資する相乗
効果が期待できる場合」との表現にすること。

高等学校学習指導要領には、「商業に関する学科以外の専門学科においては，各学科の目標を達成す
る上で，専門教科・科目以外の各教科・科目の履修により，専門教科・科目の履修と同様の成果が期待で
きる場合においては，その専門教科・科目以外の各教科・科目の単位を５単位まで上記の単位数の中に
含めることができる」とされ、その判断は学校長に委ねられているが、具体的な事例が列挙されていないこ
とから、学校長が判断することができない状況であり、地域の実情に応じた６次産業化教育を推進する上
で、農工商科目を融合した柔軟な教育課程が編成しにくい。
（例）
6次産業化人材育成のため、農業科の生徒が工業の専門科目を履修した場合、「専門教科・科目の履修
と同様の成果が期待できる場合」との判断が難しい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html
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URL

国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 資料等

６【内閣府（７）】【厚生労働省（23）】
子ども・子育て支援法（平24法65）
（ⅲ）子ども・子育て支援交付金の交付対象事業のうち、子育て援助活動支援事業（ファミ
リー・サポート・センター事業）（59条12号及び児童福祉法（昭22法164）６条の３第14項）につ
いては、感染症対策に要する消耗品等の経費が交付対象経費に含まれること等を、地方公共
団体に平成28年度中に通知する。

【厚生労働省】子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター
事業）における感染症対策について(平成29年1月26日付け厚生労働
省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課長補佐事務連絡）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/h28fu_t
suchi.html#h28_219

６【内閣府（７）】【厚生労働省（23）】
子ども・子育て支援法（平24法65）
（ⅳ）病児保育事業（59条11号及び児童福祉法６条の３第13項）については、原則保育士及び
看護師をそれぞれ最低１名以上配置する必要があるが、「病児保育事業実施要綱」（平28厚
生労働省雇用均等・児童家庭局）を改正し、平成29年度を目途に例外的に以下に掲げる要
件等を満たす事業の実施を可能とする。
・離島・中山間地その他の地域で病児保育の利用児童の見込みが少ないと市町村が認めた
上で、医療機関に併設された施設において実施する。
・利用児童が２名以下で実施する。
・子育て支援員研修（地域型保育）を修了しているなど、必要な知識や技術等を修得している
看護師１名が常駐する。
・病児保育以外の業務に従事している看護師１名が、必要な場合に迅速に対応できる体制と
する。

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

６【文部科学省】
（１）学校教育法（昭22法26）
（ⅲ）６次産業化教育を推進するために農業科において工業に関する科目を履修させることに
ついては、現行の高等学校学習指導要領（平21文部科学省告示34）の下で対応が可能であ
ることを、都道府県教育委員会等に平成28年度中に周知する。
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提案団体
の属性

提案
団体

年
年別
管理
番号

分野 関係府省 具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

H28 225 07_産業振
興

知事会 全国知事会 経済産業省 A　権限
移譲

中心市街地の活性化に関する
法律第14条第３項

地域・まちなか商業活性
化支援事業費のうち地域
商業自立促進事業につ
いて事務および権限を都
道府県に移譲

地域・まちなか商業活性化支援事業費のうち地域商業
自立促進事業について事務および権限を都道府県に移
譲

・26年度提案募集の対応方針はあるが、採択結果が公表されるまで当該事業の情報がないため、補助希
望者へ地域に密着した適切な支援や助言ができない。
・制度運用の変更等、公募情報の公表が遅いため、当該補助金の活用を前提に事業計画を立てていた
事業者が補助対象外となる事案が発生している。
・都道府県において、国における制度や運用の検討状況が不明であるため、補助メニューが重複したり二
重補助を招く可能性があり、効果的な施策の立案に支障が出ている。
・利用者の観点からすると、類似した補助メニューにもかかわらず申請先が複数になることや、申請場所が
他府県になる等手続きが煩雑である。（８割近くの都道府県に類似の事業あり）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 226 07_産業振
興

知事会 全国知事会 経済産業省 A　権限
移譲

我が国の若者・女性の活躍推進
のための提言
日本再興戦略
“ちいさな企業”成長本部行動
計画

中小サービス業中核人
材の育成支援事業およ
び小規模事業者支援人
材育成事業について事
務および権限を都道府
県に移譲

中小サービス業中核人材の育成支援事業および小規模
事業者支援人材育成事業について事務および権限を都
道府県に移譲

・研修事業で内容や実施時期の調整が国と都道府県、関係団体の間で行われないため、方向性の整合
性がとれず、内容に重複が生じる可能性が高い。
・国が都道府県を介さず支援している企業の情報等について適時適切な共有がないため、都道府県や団
体における地域産業政策の効果的な企画立案に支障が出ている。
・国の交付決定に時間を要するため、事業実施時期が年度の後半になっている
・利用者の観点からすると、類似した補助メニューにもかかわらず申請先が複数になることや、申請場所が
他府県になる等手続きが煩雑である。（７割を超える都道府県に類似の事業あり）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 227 05_教育・文
化

町 南部町、身延町 文部科学省 B　地方
に対する
規制緩和

・学校教育法施行規則54条、
104条
・平成25年9月3日文部科学省
通知「子宮頸がん予防ワクチン
の接種に関連したと思われる症
状により教育活動の制限が生じ
た生徒への対応について」

子宮頸がんワクチン接種
による健康被害者の高等
学校における進級及び
卒業に対する救済措置
について

子宮頸がんワクチン接種による健康被害者の高等学校
登校日数不足による進級及び卒業不可への救済措置又
は柔軟な対応を求める。すでに文部科学省から通知され
ているところであるが、被害状況が顕在化したことも踏ま
え、改めて、適切な対応を行うよう文科省から重ねて通知
するよう求める。

　本町では、子宮頸がんワクチンを接種した10代女性2人が、歩行困難や低血圧といった症状を訴え、病
院でワクチン接種の副作用の疑いが強いとの診断を受け、いずれも日常生活に支障が出ており、１人は
高校にも登校できない日も多く、登校日数の影響で高校卒業ができず自主退学を強いられた。
　このように、健常なら高校卒業できるはずであったにもかかわらず、ワクチン接種による健康被害の影響
による退学は、自己責任外であることから、国の責任において高校卒業できるような柔軟な対応を望む。
　具体的には、高等学校の進級、卒業等の基準については、各学校の教育課程に基づき、各校で定めて
いるが、学校教育法施行規則第54条、第104条及び平成25年9月3日文部科学省通知「子宮頸がん予防
ワクチンの接種に関連したと思われる症状により教育活動の制限が生じた生徒への対応について」によ
り、当該生徒に対し個別の指導計画を作成しきめ細かい指導を行い、単位取得においては、出席日数の
みの判断ではなく、一部の単位を減じる対応や、レポート等の提出により単位取得できる等、柔軟な対応
を望む。ついては、被害状況が顕在化したことも踏まえ、改めて、適切な対応を行うよう文科省から重ねて
通知するよう求める。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 228 11_その他 中核市 長崎市 財務省 B　地方
に対する
規制緩和

地方自治法
平成27年度財政融資資金地方
長期資金等借入の手引（財務省
福岡財務支局）

財政融資資金地方資金
の借入における借入金
利方式の選択可能期限
の変更

財政融資資金地方資金の借入における借入金利方式
の選択可能期限について、各団体が金利情勢等を考慮
し借入時期に選択できるよう見直してほしい。

【支障事例】
　財政融資資金地方資金の借入について、固定金利方式、利率見直し方式（5年から30年毎）の方式が
あるが、方式の選択時期が前年度末となっている。
　本市では、利率見直し方式（5年毎）を選択しているが、平成27年度債の借入（平成28年5月）において、
現下の低金利情勢を勘案し、提示された利率に応じて固定金利や利率見直しの時期の延長を検討したと
ころであるが、平成27年度債の借入金利方式の選択は平成27年5月までに手続きを行うこととされていた
ことから、金利情勢を踏まえた変更を行うことができなかった。
　なお、地方公共団体金融機構については、前年度の8月が借入金利方式の決定期限となっており、金
融機関は借入時に決定している。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 229 10_運輸・交
通

一般市 湯沢市 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

道路運送法第78条「自家用自
動車（事業用自動車以外の自動
車をいう。以下同じ。）は、次に
掲げる場合を除き、有償で運送
の用に供してはならない。」同79
条「自家用有償旅客運送」を行
おうとする者は、国土交通大臣
の行う登録を受けなければなら
ない。」

道路運送法における登
録又は許可を要しない運
送態様の規制緩和

平成18年９月29日発出の自動車交通局旅客課長から事
務連絡、同通知１（３）で、ボランティア活動における送迎
行為等を前提に「運送目的、運送主体にかかわらず、自
動車の実際の運行に要するガソリン代等のサービス提供
を受ける者が支払う場合は、社会通念上、通常は登録を
要しないと解される」とある。市町村の事業で、市町村の
保有する自動車で行う「地域ボランティア活動やＮＰＯ法
人・地域住民団体等が行う公共的・公益的活動に伴う送
迎等の運行」についても上記の考え方が適用できるよう
規制緩和（解釈変更）していただきたい。

現行の解釈では、市の事業として市が保有するバスで行う運送送迎業務にかかわる経費（人件費、ガソリ
ン代、道路使用料、駐車場代）全て公費で負担しなければならず、ガソリン代等の実費を徴収することさえ
も「有償運送」にあたるとされているため、次の団体等への運送支援を実質的に制約している。①公設、私
設を問わず、市内保育園の園外活動（遠足等）②ＮＰＯ法人が主催、市が後援する活動を伴う公共的また
は公益的活動③地区センター、老人クラブ等、地域住民団体による移動を伴う活動

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html
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URL

国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 資料等

－ － － － － －

－ － － － － －

６【文部科学省】
（１）学校教育法（昭22法26）
（ⅳ）ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種（子宮頸がん予防ワクチン接種）後に症状が生
じた生徒等への対応については、痛み等を訴える生徒等への理解、療養等による長期欠席生
徒等を対象とした特別の教育課程（通信の方法を用いた教育による単位認定等）を編成するこ
とが可能であること等、個々の生徒等の心身の状態に応じて、学習面を含め、学校生活の
様々な面で適切に配慮すべきことを、域内にある学校に徹底するよう、都道府県教育委員会
等に平成29年中に周知する。

【文部科学省】ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に症状が生
じた方に対する相談・支援体制の充実について(平成27年9月30日付
け厚生労働省健康局長、文部科学省スポーツ・青少年局長通知）
【文部科学省】子宮頸がん予防ワクチンの接種に関連したと思われる
症状により教育活動の制限が生じた生徒への適切な対応について(平
成25年9月3日付け文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課、
初等中等教育局特別支援教育課事務連絡）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/h28fu_t
suchi.html#h28_227

－ － － － － －

－ － － － － －
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提案団体
の属性

提案
団体

年
年別
管理
番号

分野 関係府省 具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

H28 230 03_医療・福
祉

都道府県 滋賀県、兵庫
県、和歌山県、
鳥取県、徳島県

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

養護老人ホームの設備及び運
営に関する基準
第１２条第６項

サテライト型養護老人
ホームの設置基準の見
直し

「養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」におい
て、サテライト型養護老人ホームを設置する際の本体施
設として、養護老人ホームを追加するよう同基準の見直
しをお願いしたい。

【本県の状況】
本県では、環境上の理由や経済的な理由に加え、被虐待者など複雑な課題を抱える高齢者が今後も増
加することが見込まれる中で、第6期老人福祉計画（平成27年３月策定）において、養護老人ホームの整
備数を、現在の「515人」から平成29年度までに「558人」に増加させることを目標としている。
【支障事例】
養護老人ホームの整備を検討している社会福祉法人から、人員配置基準の緩和等による効率的な養護
老人ホームの経営を目指す観点から、養護老人ホームを本体施設としてサテライト型養護老人ホームを設
置したい旨の要望があるが、現行の「養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」で本体施設となり得
るのは、介護老人保健施設、病院、診療所のみとされており、この基準は、都道府県が「従うべき基準」と
なっている。
現時点で養護老人ホームの整備意向を有する法人はなく、このままの現状では、今後さらに増加が見込
まれる支援の必要な高齢者が入所困難となる可能性がある。
【制度改正の必要性】
養護老人ホームへの入所は、市町村の措置により行われるものであること、運営費（措置費）の弾力運用
は一定認められているものの、介護保険施設等と比較すると運営費の使途に制限があることなどから、事
業者の自発的な参入が進みにくい状況。そのため、サービスの質は確保しつつ効率的な施設経営も認め
る必要がある。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 231 03_医療・福
祉

都道府県 滋賀県、兵庫
県、和歌山県、
徳島県

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

健康保険法第76条第2項 離・退職病理医等の活用
に向けた病理遠隔診断
保険適用対象の規制緩
和

離・退職病理医等が、遠隔病理診断ネットワーク上で病
理診断を行う場合に診断料の保険請求が可能となる規
制緩和

【支障事例】
病理医が不足している一方で、その不足分を補うことが可能な定年退職や結婚・育児等の理由で離職し
ている病理医の方々については、一定の勤務時間を確保することが困難など病院との雇用契約関係を結
ぶことが困難なため、病院と病理医が雇用契約関係を結ぶのではなく、病院があらかじめそのような病理
医を登録し、病理診断の必要が生じた際に、自宅等でテレパソロジーを活用して診断を行う都度謝金等の
形で報酬を支払う制度を設けることを検討している。
その場合、病理医に対する謝金の財源として、病理診断に係る診療報酬の項目である組織診断料又は
細胞診断料を活用することを想定しているが、組織診断料又は細胞診断料を算定するには、病院の場
合、当該保険医療機関に「病理診断を専ら担当する医師が勤務する」ことが求められており、常勤・非常
勤を問わないものの、当該保険医療機関と何らかの雇用契約関係を有することが要件とされていることか
ら算定できず、謝金に必要な財源が確保できない状況となっている。
【制度改正の必要性】
保険医療機関と雇用契約を有しない場合でも、「勤務する」と準じる扱いとして、組織診断料又は細胞診
断料の算定を可能にすることで、テレパソロジーの活用が拡大し、診断の迅速化、診断精度の向上を図る
ことが可能となる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 232 11_その他 その他 関西広域連合、
滋賀県、京都
府、大阪府、兵
庫県、和歌山
県、鳥取県

内閣府 B　地方
に対する
規制緩和

地方創生推進交付金制度要綱
平成28年度における地方創生
推進交付金の取扱いについて
地方創生推進交付金に関する
Ｑ＆Ａ

広域連合が地方創生推
進交付金を申請した場合
の取扱いの見直し

地方創生推進交付金の申請にあたり、関西広域連合に
ついても全国の都道府県と同様に、５事業の申請を可能
とするとともに、広域連合が申請した場合に関係地方公
共団体が１事業ずつ申請したものとするという取扱いを行
わないこと。

地方創生推進交付金の申請手続きでは、広域連合が推進交付金の申請を行った場合には、関係地方公
共団体が広域連携事業を申請するのと同様、それぞれが１事業ずつ申請したものとすることとされた。
広域連合が処理する事務は、構成団体が処理権限を有する事務の一部を規約により広域連合に移管し、
広域連合がその権限と責任のもと処理するものであり、各地方公共団体が実施権限を有し、連携を図りな
がら実施する広域連携事業とは、大きくその趣旨が異なることから、両者を同一視すべきではなく、関西広
域連合が交付金申請を行うことにより、構成関係府県市の申請枠に影響を及ぼすことは、当該関係府県
市に大きな支障を及ぼすことになる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 233 11_その他 その他 関西広域連合、
京都府、兵庫
県、和歌山県、
鳥取県

内閣府 B　地方
に対する
規制緩和

地域再生法第5条第4項第2号 広域連合が「企業版ふる
さと納税」の活用を可能と
する制度改正

平成28年度から、地方公共団体の地方創生事業に対す
る企業の寄附について、法人住民税等の税額控除の優
遇措置（「企業版ふるさと納税」）が講じられたが、広域連
合は対象外とされているため、改善を求める。

　平成27年度の提案募集において、関西広域連合も「まち・ひと・しごと創生法」に基づく地方版総合戦略
の策定主体となることが認められた。現在、広域連合では、東京の一極集中を是正し、関西圏域の活力を
取り戻すため、地域の特性に応じた地域課題の解決を図り、効率的かつ効果的な取組を緊急的かつ集中
的に実施するため、地域再生法に基づく地方創生推進交付金の活用も視野に入れ、地域再生計画の速
やかな策定に向けて取り組んでいるところである。
　一方、平成28年度から、地方自治体の地方創生事業（地方版総合戦略及び地域再生計画に定めるま
ち・ひと・しごと創生寄附活用事業）に対する企業の寄付について、新たに法人住民税等の税額控除の優
遇措置が講じられ（「企業版ふるさと納税」）、地方創生に取り組む地方を応援するとされたが、広域連合
は対象外とされたため、企業の広域連合の取組に対する支援（寄附）へのインセンティブの阻害要因にな
りかねない。
　また、まち・ひと・しごと創生法に基づく地方版総合戦略、地域再生法に基づく地域再生計画、交付金に
ついては広域連合を対象としているのに対し、これらの戦略等に基づく地方創生事業に対する企業の支
援について税額控除を認めないことは、著しく均衡を逸している。

－
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URL

国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 資料等

６【厚生労働省】
（14）老人福祉法（昭38法133）
サテライト型養護老人ホーム（養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（昭41厚生省令
19）12条６項）については、関係団体、地方公共団体等関係者から意見聴取を行いつつ、本
体施設となり得る施設として養護老人ホームを追加することについて検討し、平成29年度中に
結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜平30＞
６【厚生労働省】
（21）老人福祉法（昭38法133）
（ⅰ）サテライト型養護老人ホーム（養護老人ホームの設備及び運営に
関する基準（昭41厚生省令19）12 条６項）については、本体施設となり
得る施設として養護老人ホームを追加するよう、省令を改正する。
［措置済み（養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改
正する省令（平成30年厚生労働省令第102号））］

【厚生労働省】養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を
改正する省令の公布について（平成30年８月２日付け厚生労働省老健
局高齢者支援課長通知）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/h28fu_t
suchi.html#h28_230

６【厚生労働省】
（１）健康保険法（大11法70）
（ⅱ）遠隔で行われた場合の病理診断（テレパソロジー）については、保険医療機関間の連携
を推進する観点から診療報酬の算定の対象としているが、診断に係る責任を明確化しつつ医
師（病理医）の不足に対応する観点から、その保険医療機関と雇用関係にない医師（病理医）
が保険医療機関と締結した請負、委任等の契約に基づいて行った場合にも診療報酬の算定
の対象とすることが適当かを含め、診療報酬上の評価について、中央社会保険医療協議会の
意見を聴いた上で検討し、平成30年度の診療報酬改定に向けて結論を得る。その結果に基
づいて必要な措置を講ずる。

－ － － － － －

－ － － － － －
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提案団体
の属性

提案
団体

年
年別
管理
番号

分野 関係府省 具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

H28 234 11_その他 その他 関西広域連合、
(共同提案）滋賀
県、京都府、大
阪府、兵庫県、
和歌山県、鳥取
県

総務省 B　地方
に対する
規制緩和

地方自治法第291条の3 広域連合の規約変更に
おける大臣許可手続きの
撤廃

広域連合の規約のうち、広域連合の処理する事務及び
広域連合の作成する広域計画の項目を変更するにあた
り、当該事務が法令等により国の行政機関が権限を持ち
主体的に行う事務以外の場合は、総務大臣の許可を不
要とし届出制とすること。

【現状】
広域連合の規約に定められた事項のうち、広域連合の事務所の位置、経費の支弁方法以外の事項を変
更しようとする場合、総務大臣の許可を得る必要がある。その際には、総務大臣は国の関係行政機関の
長へ協議する必要がある。
【支障事例】
①関西広域連合において、まち・ひと・しごと創生法第９条第１項に規定する計画を策定するため、規約の
変更手続きを行った。当該案件は、平成27年度の提案募集において、内閣府とまち・ひと・しごと創生本
部との間で、広域連合が計画の策定主体であるかは確認済みであり、申請から総務大臣許可まで１か月
半以上の期間を要した。
②「関西ワールドマスターズゲームズ2021」の開催を機に、広域連合として広域的なスポーツの振興を行う
ため、連合規約第4条を改正した。こうした事務は国の行政機関の長が何らかの権限を持って、主体的に
取り組むものではないにも関わらず、申請から総務大臣許可まで1ヶ月間を要した。
上記の支障事例は、法令等により国が権限を持ち、主体的に事務を執行しているものではないこと、規約
の改正にあたり、広域連合の構成府県市の議会の議決を得る必要があること、事前に総務省と相談を
行っていることの3点を踏まえると、規約の改正が将来的に国からの権限移譲につながることもなく、事業
執行について法令等に係る関係行政機関の協議も不要であることから、許可ではなく、届出制でよいと考
える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 235 11_その他 その他 関西広域連合、
(共同提案）滋賀
県、京都府、大
阪府、兵庫県、
和歌山県、鳥取
県

総務省 B　地方
に対する
規制緩和

地方自治法
第252条の17の２第３項、第４項
第291条の２第４項

国に移譲を要請できる事
務の範囲の拡大

国に移譲を要請できる事務の範囲が密接に関連する事
務に限定されていることで要請権が実質的に行使できな
いことからその見直しや要請を行ったときは、協議に応じ
るべきことを求める。

　地方自治法第252条の17の２による「条例による事務処理特例制度」では、市町村長から都道府県知事
に対し知事の権限の一部を当該市町村に移譲するよう要請することができ、要請があったときは、都道府
県知事は速やかに当該市町村長と協議しなければならない（同条第４項）とされている。
　一方、国からの事務・権限移譲を受けることのできる広域連合においては、都道府県の加入する広域連
合長は、国の行政機関の長に対し、その事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請するこ
とができる（地方自治法第291条の２第４項）
【支障事例】
   現行規定では、移譲を求めることができる事務は広域連合が現在担っている事務と密接に関連する事
務に限定されているため、国からの事務移譲がともなわないまま、事務の持ち寄りを行った場合には効果
的な事務遂行ができず、要請権の行使に先立って、構成団体から関連する事務をだけを持ち寄ることを
求められるため、実質的にその行使ができない。
　また、要請にあたり、構成団体の同意形成等に時間、労力を費やすこととなるが、国に移譲を要請したと
しても「条例による事務処理特例制度」とは異なり、協議にも応じてもらえず、徒労に終わる可能性がある。
そのため、国に対して広域連合が必要と考える事務の移譲を要請する機運が高まらない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 236 01_土地利
用（農地除
く）

その他 関西広域連合
(共同提案）
滋賀県、京都
府、大阪府、兵
庫県、和歌山
県、鳥取県

国土交通省 A　権限
移譲

国土形成計画法第9条 国土形成計画法に基づく
近畿圏広域地方計画の
策定権限の移譲

国土形成計画法に基づく近畿圏広域地方計画につい
て、広域地方計画協議会への関西広域連合の参画、協
議会事務局の関西広域連合への移管、策定権限の関西
広域連合へ移譲を求める。

　関西広域連合の前身である関西広域機構は協議会メンバーであり、機構解散時に関西広域連合を協
議会参画への後継指名をしているにも関わらず、平成27年3月に、構成団体首長全員の連名による要請
で、ようやくオブザーバー参加が認められただけで、正規メンバーとして認められる規約改正も行われない
まま、計画が策定されるに至った。
　平成28年3月に決定された「関西広域地方計画」の策定においても、関西広域連合が実施した関西圏
域の展望研究の成果を計画に反映させるべく近畿地方整備局に働きかけたが、近畿地方整備局からは、
意見を述べたければ構成府県市から述べるよう求められた。また、その意見の反映についても、趣旨は踏
まえられてはいる部分もあるものの、根本的には、関西の地域の実情、地域特性を十分に踏まえたもので
はなく、東京の視点での計画で、全国計画の地方版に過ぎず、東京一極集中を是正するためのものと
なっていない。

－

H28 237 01_土地利
用（農地除
く）

その他 関西広域連合
(共同提案）
滋賀県、京都
府、大阪府、兵
庫県、和歌山
県、鳥取県

国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

近畿圏整備法第第9条、第10
条、第11条、第12条、第14条
近畿圏の保全区域の整備に関
する法律第5条、第7条
近畿圏の近郊整備区域及び都
市開発区域の整備及び開発に
関する法律第3条

近畿圏整備法に基づく整
備計画の決定権限・各区
域の指定権限の移譲、近
郊整備区域建設計画等
の作成に係る国同意の
廃止

近畿圏整備法に基づく近畿圏整備計画や近郊整備区
域等の各区域指定について、関西広域連合への決定権
限の移譲を求めるとともに、近郊整備区域建設計画等の
作成に係る国同意の廃止を求める。

　関西においては、総合行政を担う地域の実情に精通した府県、政令指定都市から構成する関西広域連
合を設立しており、関西の広域行政の責任主体として、広域行政の基本的な政策の企画・調整機能を担
い、実績を積み重ねている。
　しかし、近畿圏の建設とその秩序ある発展を図るための近畿圏整備計画の決定や、近郊整備区域・都
市開発区域・保全区域・近郊緑地保全区域の指定について、関係府県・関係政令指定都市等の意見を
聴くこととはなっているが、平成28年3月提出期限の近畿圏整備計画(案)に係る意見照会では意見は聞か
れるのみであり、関西の地域の実情、地域特性を反映させる仕組みになっておらず、東京の視点での国
主導の計画で、東京一極集中を是正するものとなっていない。また、関西広域連合には照会すら行われ
ず、関西の広域行政の責任主体としての存在を考慮されていない。

－

H28 238 01_土地利
用（農地除
く）

その他 関西広域連合
(共同提案）
滋賀県、京都
府、兵庫県、和
歌山県、鳥取県

国土交通省 A　権限
移譲

都市計画法第5条第4項 複数府県に跨がる都市
計画区域の指定権限の
移譲

複数府県に跨がる都市計画区域の指定権限について、
関西広域連合への移譲を求める。

　都市計画区域の指定は、地域の実情に応じ、地域の特性を生かすため、地方公共団体が自主的かつ
主体的に取り組むべきでものあることから、府県内の区域指定の場合は府県の権限となっている。
　しかし、二以上の府県の区域にわたる都市計画区域については国の権限となっており、これまで府県域
を越えて一体的に発展している地域があっても、府県単位で区域指定を行っている。
　今後は、府県を跨がる場合においても一体的に区域指定し、より一体的に調和がとれ、齟齬がないよう
なまちづくりを効率的に進める必要がある。

－
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求める措置の具体的内容

H28 239 01_土地利
用（農地除
く）

その他 関西広域連合
(共同提案）
滋賀県、兵庫
県、鳥取県

農林水産省 A　権限
移譲

森林法第25条、第26条 複数府県に跨がる重要
流域内民有林の保安林
の指定・解除権限の移譲

重要流域内の民有林の保安林の指定・解除権限につい
て、府県への移譲を基本とし、複数府県に跨がるもの
は、関西広域連合への移譲を求める。

現在、指定、解除申請の標準処理期間について、解除申請の場合、本申請前の事前相談で了承を得る
のに２ヶ月、大臣（林野庁）が申請書を受理してから予定通知の施行まで３ヶ月とされているが、国に進達
して以降、都道府県知事に予定通知があるまで相当な期間（指定の場合、進達から予定通知があるまで
に１年６ヵ月の事例も）、確定告示までは平均的に府県指定・解除の２倍の１年程度を要しており、申請者
等からの問い合わせに苦慮するケースも見受けられる。また、現地を知らない林野庁本庁で審査されるた
め、現地を熟知する地方公共団体であれば不要な、現地の状況を説明するための詳細な資料が必要と
なっている。

－

H28 240 06_環境・衛
生

その他 関西広域連合、
(共同提案）滋賀
県、京都府、兵
庫県、鳥取県

環境省 A　権限
移譲

自然公園法第20条第３・６・７・８
項、第21条第３・６・７項、第22条
第３・６・７項、第23条第３項第７
号、第24条、第30条、第32条、
第33条、第34条、第35条

国立公園の管理に係る
地方環境事務所長権限
の移譲

国立公園の各区域内の行為許可権限、立入認定権限
等の地方環境事務所長権限（連合域内の山陰海岸国立
公園）について、関西広域連合への移譲を求める。

法定受託し府県を経由している地方環境事務所長権限案件の場合、景観回復のための樹木の伐採と
いった軽微な案件にも関わらず、処理期間が１～２ヶ月程度かかるなど、事務処理に時間を要している。

－

H28 241 06_環境・衛
生

その他 関西広域連合、
(共同提案）滋賀
県、京都府、兵
庫県、鳥取県

環境省 A　権限
移譲

自然公園法第７条第２項、第８
条第２項

国定公園に関する公園
計画の決定等権限の移
譲

国定公園に関する公園計画の決定等権限について、関
西広域連合への移譲を求める。

国定公園は、国において公園区域を定めて指定し、公園計画を決定しているが、国定公園の管理責任者
は都道府県である。国定公園の保全と活用をめぐる価値観の多様化やニーズ変化は急速に進行してお
り、地域の環境保全の責任を担っている地方自治体のイニシアティブなしには充実した管理運営は望め
ない状況にあり、国が決定した計画に基づき府県が管理するという、現行の枠組みは、地方自治体のイニ
シアティブを発揮しにくいばかりか、府県の自主性・主体性を損なう制度である。
具体的には、兵庫県の平成18年の氷ノ山後山那岐山国定公園の計画変更の例では、湿原・草原が失わ
れている地域の自然再生施設の追加等を行う軽微な計画変更を行おうとしたが、事前協議から環境大臣
への申出（平成17年8月19日）、決定（平成18年8月1日）まで約２年近く要した。また、野営場、園地、避難
小屋、駐車場、宿舎等の利用促進の観点から施設配置の利用（施設）計画の機動的な見直しが必要であ
るが、現地状況の説明のため、詳細な資料作成、調査等が必要となるなど、軽微な公園計画の見直しは
躊躇せざるをえない状況にある。
国から地方に権限が移譲されたとしても、自然公園法等の基準のもと公園計画決定することに変わりはな
い。地方公共団体の協議に基づき、国の関係機関と調整の上、必要な助言（同意を要しない協議）を行う
ことで、国の関与は一定存知される。専門家への意見聴取については、府県の審議会に意見を聞くことで
代替可能である。
自然公園を指定する主体が公園計画を決定する必要性はなく、むしろ公園計画に基づいて管理する主
体が責任を持って公園計画を決定することにより、適切な管理が可能となる。

－

H28 242 08_消防・防
災・安全

その他 関西広域連合、
滋賀県、京都
府、大阪府、兵
庫県、和歌山
県、鳥取県

内閣府 B　地方
に対する
規制緩和

災害救助法施行令第3条 災害救助法の特別基準
の設定に係る内閣総理
大臣への協議・同意の廃
止

災害救助法に基づく救助に関し、特別基準の設定に係
る内閣総理大臣の協議・同意を廃止するとともに、設定
に伴う財源措置を確実に行うこと。

　災害救助法に基づく救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準は、内閣府告示で定められて
おり（いわゆる一般基準）、これと異なる基準を適用する場合には、施行令により、内閣総理大臣に協議
し、その同意を得た上で定める（いわゆる特別基準）こととされている。
　気候、風土や生活習慣等の地域特性や、被害の規模・様相に柔軟に対応し、被災者のニーズに迅速に
対応するためには、被災自治体の判断が尊重されるべきである。
　また、災害救助の実務上、大規模な災害が発生するたびに特別基準が必要となっており、その協議に
時間を要している。

－

H28 243 08_消防・防
災・安全

その他 関西広域連合、
滋賀県、京都
府、大阪府、兵
庫県、和歌山
県、鳥取県

内閣府 B　地方
に対する
規制緩和

災害救助法施行令第3条 広域連合への災害救助
法の特別基準決定権限
の付与

災害救助法に基づく救助に関し、特別基準の設定に係
る内閣総理大臣の協議・同意を廃止するとともに、大規
模広域災害時における特別基準の決定権限を、関西広
域連合にも認めること。

【広域的な視点での救助の必要性判断】
大規模広域災害発生時には、ある程度の地域的なバランスや、最低限の水準維持が必要になる場合もあ
り得るため、国に代わり、地方自治体である関西広域連合が調整し、決定することが地方分権の趣旨に合
致し、かつ効果的である。
【適用が想定される災害】
南海トラフ地震等、複数の関西広域連合構成府県において災害救助法の適用があった災害

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 244 08_消防・防
災・安全

その他 関西広域連合、
滋賀県、京都
府、大阪府、兵
庫県、和歌山
県、鳥取県

内閣府 B　地方
に対する
規制緩和

大規模災害からの復興に関する
法律第7条

地域主体の復興を実現
する制度的枠組みの創
設

「大規模災害からの復興に関する法律」（以下「大規模災
害復興法」という。）に定める国の復興基本方針の策定に
あたり、広域連合を含む被災自治体の意見を反映させる
制度的枠組の創設を求める。

【国主導の復興推進】
　　阪神・淡路大震災の際には、被災地主体の復興を国が最大限支援するしくみが採用され、被災地の
意向や実情を反映した復興対策が実現した。将来の大規模災害における復興にあたっても、国主導の復
興推進ではなく、地域主権の理念のもと、地域主体の復興が実現できる制度的枠組が不可欠である。
しかしながら、東日本大震災を踏まえて制定された大規模災害復興法においては、国が復興対策委員会
の意見を聴いて復興基本方針を策定することとされ、被災自治体は、復興対策委員会に委員として参加
する可能性が示されているのみである。
大規模災害復興法を改正し、被災都道府県知事、広域連合長による復興基本方針に対する提案権限の
創設、復興対策委員会への被災都道府県知事、広域連合長の参加義務づけなどにより、被災地重視の
枠組への転換が必要である。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html
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－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

６【内閣府】
（１）災害救助法（昭22法118）
（ⅲ）災害救助に係る特別基準については、広域的な災害における地域バランスを考慮した一
定の救助内容が確保されるよう調整を行うことが必要であり、広域連合が事務的な窓口として
当該調整や都道府県の特別基準案を取りまとめて一括して国に伝えることができることについ
て、地方公共団体に全国会議等を通じて平成29年中に周知する。

６【内閣府】
（９）大規模災害からの復興に関する法律（平25法55）
（ⅰ）復興基本方針の策定については、関係地方公共団体の長や有識者を構成員とする復興
対策委員会の意見を聴くことが義務付けられており、関係地方公共団体は被災地方公共団体
（特別地方公共団体である広域連合を含む。）を念頭に置いたものであることについて、都道
府県等に平成28年度中に通知する。
［措置済み（平成28年11月15日付け内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（事業推進担
当）通知）］

【内閣府】（各都道府県防災担当部局宛）大規模災害からの復興に関
する法律における関係地方公共団体の関与について(平成28年11月
15日付け内閣府政策統括官(防災担当）付参事官（事業推進担当）事
務連絡）
【内閣府】（関西広域連合防災担当部局宛）大規模災害からの復興に
関する法律における関係地方公共団体の関与について(平成28年11
月15日付け内閣府政策統括官(防災担当)付参事官（事業推進担当）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/h28fu_t
suchi.html#h28_244
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提案団体
の属性

提案
団体

年
年別
管理
番号

分野 関係府省 具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

H28 245 08_消防・防
災・安全

その他 関西広域連合、
滋賀県、京都
府、兵庫県、和
歌山県、鳥取県

内閣府 A　権限
移譲

大規模災害からの復興に関する
法律第9条

関西広域連合への復興
方針策定権限の付与

関西広域連合への復興方針策定の権限の付与を求め
る。

【関西広域連合による復興方針の策定】
　　大規模災害復興法では、被災都道府県が復興方針を策定する際に、他の地方公共団体と関係がある
事項を定めようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該他の地方公共団体の長の意見を聴くこ
ととされている。
　　関西のように、市街地が複数の府県にまたがって広く連たんしている地域が南海トラフ地震や大規模
な直下型地震に見舞われた場合、広域的に被害が発生し、隣接府県の知事の意見交換では足らず、地
域全体の長期的なあり方を展望した広域調整が必要となる。
　　府県域を越える広域行政課題の解決を図る目的と、その能力を有する関西広域連合に対し、関西全
体を見据えて意見調整を行い、関西としての復興方針を策定する権限を付与するべきである。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 246 10_運輸・交
通

その他 関西広域連合
(共同提案）
滋賀県、京都
府、大阪府、兵
庫県、和歌山
県、鳥取県

国土交通省 A　権限
移譲

「観光圏の整備による観光旅客
の来訪及び滞在の促進に関す
る法律」
第８条第３項（観光圏整備実施
計画の認定）

観光圏整備実施計画の
認定に係る事務・権限の
移譲

  現在、「全国的見地から効率的に滞在交流型観光の取
組を進めるため、観光庁で一元的に実施する必要があ
る」とされている観光圏整備実施計画の認定に係る事
務・権限（広域連合の構成府県市が実施主体である観光
圏整備事業は除く）について、広域連合への移譲を求め
る。
  また、広域連合による認定を受けた団体等が、従来の
国の認定と同様に、国の特例措置の支援（旅行業法の
特例等）が受けられること及び補助事業「観光ブランド確
立支援事業」の補助対象者となることを求める。

観光圏事業を外国人観光客の誘導策等と連携させ、地域全体で相乗効果が得られるような仕組みがな
い。国は広域観光周遊ルート形成促進事業、観光地域ブランド確立支援事業（観光圏事業）、ビジット
ジャパン事業等の類似の事業について、各々をどのように有機的に連携させていくのかという具体の考え
が示されておらず、事業が重複して実施されないために、運輸局主催による各事業関係者を集めた「事業
連携会議」が設けられた。しかし、地域全体で相乗効果が得られるような仕組みがあれば、本来、このよう
な会議は不要であり、国が一元的に地域間の調整を行っていくことが難しいことを示す事例と言える。（国
は、各事業を予算執行上の観点で整理しようといている。）

－

H28 247 10_運輸・交
通

その他 関西広域連合
(共同提案）
滋賀県、京都
府、兵庫県、和
歌山県、鳥取県

国土交通省 A　権限
移譲

道路運送法
第4、5、9、15、31、79、94条

一般乗合旅客自動車運
送事業の許認可等権限
の移譲

道路運送法の一般乗合旅客自動車運送事業（貸し切り
バスを除く）に係る事業経営、事業計画、運賃等への許
認可・登録、さらには、指導監督等の事務を含めた権限
について、同一府県内で実施するものは、移譲を希望す
る府県への移譲を基本としつつ、府県域を跨がるもの
は、府県域を越える広域連合への移譲を求める。

　路線バスやコミバスなどの生活交通バスは、日常生活を支える移動手段のほか、都市部と地方部の交流
人口を増加させる基盤としても重要な役割を果たしている。地方創生がめざす「各地域が、それぞれの特
性を生かした自律的で持続可能な社会を構築していく」ためには、同一府県内における生活交通バスな
ど地域交通ネットワークの整備に関しても、地域を包括する府県の責任と権限において、総合的な施策展
開を進めることが必要である。
　しかしながら、地域内の移動量では既存公共交通を維持できない地域においても、地域外からの広域
的な観光誘客を図る取組みが求められているが、必ずしも、地域の観光・交通資源の実情やニーズに合
致したものとなっておらず、内外の旅行者等が周遊しやすい環境が整っていない。
　運行スケジュールの改善による旅客の利便性や回遊性の向上など地域交通ネットワークの最適化をは
かるために不可欠である一般乗合旅客自動車運送にかかる権限は国が持っているため、自家用旅客運
送だけでなく、一般乗合旅客自動車運送を含めた一体的な権限のもとで、地域主体の責任体制を構築で
きるよう、同一府県内で実施する一般乗合旅客自動車運送事業の許認可等の権限について、移譲を希
望する府県への移譲を求める。ならびに府県域を跨がるものについては、府県域を越える広域連合への
移譲を求める。
(参考)
　すでに、道路運送法第78条第２号の自家用有償旅客運送事業については、地方公共団体に権限が移
譲され、また、運賃変更にかかる認可事務等についても、地域公共交通会議での合意があれば、事務手
続き期間の短縮が行われるなど、一定の弾力的な対応が可能となっている。

－

H28 248 02_農業・農
地

その他 関西広域連合
(共同提案）
滋賀県、京都
府、大阪府、兵
庫県、和歌山
県、鳥取県、京
都市

農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

新規就農・経営継承総合支援
事業実施要綱
（別記１）第５　２(１)イ（ア）及び
（４）ウ

新規就農者の拡大支援
（青年就農給付金の要件
緩和）

親族から貸借した農地が、給付期間中に、所有権移転
や第三者からの貸借等により給付対象者の経営面積の２
分の１未満になれば、給付金の返還は不要とする。

　青年就農給付金（経営開始型）の給付要件として、「親族から貸借した農地が主である場合は、給付期
間中に当該農地の所有権を給付対象者に移転することを確約すること」及びその場合に「給付期間中に
農地の所有権の移転が行われなかった場合は給付金の全額を返還する。」こととされ、給付期間中に親
族から貸借した農地の全てについて所有権移転することが求められている。
　本事業の趣旨が、「リスクを負って経営する独立・自営就農者を支援する」ことであるとしても、「親族から
貸借した農地が主である場合」にその親族から貸借した農地の全てについて所有権移転を求める必要は
ない。現に、親族から貸借した農地が僅かな差で「主でない」場合は、親族から貸借した農地の所有権移
転は求められておらず、制度上、不公平が生ずる。
　親元就農の場合、農地の所有権移転について相続問題が発生することが危惧され、現行制度上、全て
の所有権移転を確約できずに給付申請を断念する場合も考えられ、利用しにくい制度となっている。例え
ば、祖父の農地を借りて経営を開始していたが、祖父の兄弟や子供等、農地の相続対象者が多く、祖父
も所有権を移転することにまだ抵抗があったことから、給付期間中の所有権移転は困難と判断し、申請を
断念した事例などがあった。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka_yosan.html
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URL

国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 資料等

６【内閣府】
（９）大規模災害からの復興に関する法律（平25法55）
（ⅱ）都道府県復興方針の策定については、必要に応じて、被災地方公共団体である広域連
合との適切な意見調整が図られるよう、あらかじめ関係地方公共団体の意見を聴かなければ
ならないこととされており、関係地方公共団体の意見が十分に反映される仕組みとなっていると
いう法律の趣旨について、都道府県等に平成28年度中に通知する。
［措置済み（平成28年11月15日付け内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（事業推進担
当）通知）］

【内閣府】（各都道府県防災担当部局宛）大規模災害からの復興に関
する法津における関係地方公共団体の関与について(平成28年11月
15日付け内閣府政策統括官(防災担当）付参事官(事業推進担当）
【内閣府】（関西広域連合防災担当部局宛）大規模災害からの復興に
関する法律における関係地方公共団体の関与について(平成28年11
月15日付け内閣府政策統括官(防災担当)付参事官（事業推進担当）
事務連絡）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/h28fu_t
suchi.html#h28_245

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －
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提案団体
の属性

提案
団体

年
年別
管理
番号

分野 関係府省 具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

H28 249 06_環境・衛
生

その他 関西広域連合、
(共同提案）京都
府、大阪府、兵
庫県、和歌山
県、鳥取県、大
阪市

環境省 B　地方
に対する
規制緩和

動物の愛護及び管理に関する
法律第22条第３項
同法施行規則第10条

動物取扱責任者研修の
見直し（研修回数等の義
務付けの廃止等）

自治体が実施している動物取扱責任者研修について、
次のような見直しを求める。
①地方分権の観点から、自治体がそれぞれの地域の実
情を踏まえ、自らの判断により研修の実施回数や講義内
容を設定可能とする。
②省令で一律に義務付けられている基本的な項目等に
ついては、国が一括して教材を作成・配布することなどに
より自治体の負担を軽減させる。

動物取扱責任者は、法に基づき都道府県・政令市が実施する研修を年一回以上受講しなければならず、
都道府県・政令市は、当該者の受講を促すため、年に複数回研修を開催している。
広域連合構成団体の中では、動物取扱業の割合は保管業が47％、販売業38％、貸出２％、訓練９％、展
示４％と大きく偏りがあり、業種により必要とする知識が異なる。また、取扱う動物種も最多は犬猫等の哺乳
類であるが、それとは全く生態を異にしている鳥類、爬虫類を扱う業者も少なくなく、動物種間で必要とさ
れる知識も異なる。
その一方で、年一回の受講や研修時間、基本的な項目等が省令で一律に義務付けられているため、事
業者は事業種や動物種に関わらず毎年同じような内容を受講することになってしまい、研修のマンネリ化
を招くと共に全ての業者に対して有効な内容の研修を提供することの妨げとなっている。
さらに、法令に関する基礎知識や制度改正の趣旨等、全国共通的に周知すべき内容について、教材を
環境省が一括して作成・配布するなどの支援が全くなく、各自治体がそれぞれ研修教材を作成しているの
が現状であり、講師の手配などと合わせて研修実施にあたって大きな事務的負担となっている。
なお、動物取扱責任者研修のあり方については、中央環境審議会や「規制の簡素合理化に関する調査」
の勧告で議論・検討されているが、業者に対する規制のあり方からの議論が中心となっており、自治体の
実施のあり方に関する議論については 、「動物愛護管理のあり方検討小委員会」（平成22年８月～平成
23年12月）で議論され、委員からは自治体の負担が大きいのではないかとの指摘もあったが、その後は見
直し等が行われていない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 250 03_医療・福
祉

その他 関西広域連合
(共同提案）
滋賀県、京都
府、大阪府、兵
庫県、和歌山
県、鳥取県

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

高齢者医療確保法第16条
レセプト情報・特定健診等情報
の提供に関するガイドライン

地域医療の推進（国等が
保有する医療関連データ
の利活用）

国が保有するＮＤＢデータ（レセプト情報・特定健診等の
情報）について、地方自治体が高齢者医療確保法に基
づき医療費適正化計画を策定するにあたり、地方自治体
がデータ提供を受ける手法を具体的に確立し、提供の迅
速化を図ることを求める。
   また、同法に基づく指針に規定する本来目的以外の
利用であっても、地方自治体が健康増進計画の策定等
のための調査分析等に利用する場合には、有識者会議
の審査を省略するなど、事務の簡素化等を行い提供の
迅速化を図ることを求める。

　NDBデータを本来目的（高齢者医療確保法に基づくもの）以外で利用する場合は、「レセプト情報・特定
健診等情報の提供に関するガイドライン」に基づき有識者会議による審査等を経てNDBデータが提供され
ている。平成27年4月のガイドラインの一部改正により、都道府県が医療法による医療計画策定に用いる
際には有識者会議の審査を経ずにデータ提供が可能となり、利便性が一部向上された。しかし、健康増
進計画等については、引き続き有識者会議による審査を経なければならず、そのために膨大な資料作成
や費用、時間が必要となる。このようなことから、実態としてNDBデータの分析による健康課題の抽出や必
要な対策の検討等が行えない状況にある。

－

H28 251 08_消防・防
災・安全

中核市 豊田市 警察庁、総
務省

B　地方
に対する
規制緩和

道路交通法第四条第一項
地方財政法第二十八条の二
道路標識、区画線及び道路標
示に関する命令

協議により道路管理者が
自発的に規制標示の管
理（修繕行為等）を行える
ようにする規制緩和

規制標示の管理権限（修繕行為）について、都道府県公
安委員会との協議により規制標示の修繕を可能とする。

道路標示の内、公安委員会の権限である規制標示（横断歩道・停止線・「止まれ」等）については、道路交
通法、地方財政法及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（以下「命令」という。）に基づき、公
安委員会が設置、修繕を実施している。
市道であれば、「止まれ」は公安委員会と協議の上、修繕を実施しているが、停止線・横断歩道は修繕で
きないため、交差点における一体的な交通安全対策が実施できない状況にある。また、予算措置がなさ
れていない等の理由により、長期間修繕されない場合が多い。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 252 11_その他 中核市 豊田市 内閣府、総
務省

B　地方
に対する
規制緩和

行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等
に関する法律第7条第５項
通知カード及び個人番号カード
の交付等に関する事務処理要
領第２－３（２）

法令及び事務処理要領
に定める通知カードの券
面事項の住所変更追記
事務の廃止

住所変更による券面事項の追記は不要に改正する。（事
務処理要領の改正）

マイナンバー制度開始に伴い、通知カードとマイナンバーカードの券面変更事項の追記事務が市区町村
事務に追加された。
従来の住民異動事務に追加されたこの追記事務は、様々な要因により住民異動が多い自治体では、作
業の量・時間において大きな負担となり、住民異動の多い時期は住民にとっても窓口での待ち時間増大
の要因となっている。
繁忙期の１月～５月では、200～300件/１日を処理し、1件について世帯員4名であった場合、最大1,200
枚の追記が必要となる。追記するのは、通知カード以外にも住基カードや在留カードもあるため、追記事
務は自治体の大きな負担となっている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 253 09_土木・建
築

中核市 豊田市 法務省、国
土交通省

B　地方
に対する
規制緩和

区画整理法第107条
不動産登記法第131条

区画整理事業における
筆界特定制度の活用に
関する規制緩和

区画整理法における換地処分に関して、特例として自治
体を筆界特定制度の申請人とできるよう申請人の範囲を
広げ、制度を活用しやすくする。

区画整理事業において、隣接土地所有者との境界が確定できないことにより、換地処分ができないケース
がある。
境界確定については、不動産登記法の筆界特定制度により解決を図る手段がある。その活用で解決を図
りたいが、同法第131条の規定により、筆界特定の申請人は、登記名義人に限られ、区画整理の施行者で
ある市は申請人になり得ない。
そこで区画整理法107条第４項の特例として、区画整理事業での換地計画、換地処分において必要と
なった場合は、自治体を申請人とできる特例を定めていただきたい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html
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国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 資料等

６【環境省】
（５）動物の愛護及び管理に関する法律（昭48法105）
動物取扱責任者研修（施行規則10条）については、より効果的かつ効率的な実施のため、地
方公共団体の意向調査を行った上で、平成29年度中に全国的に周知すべき内容に係る研修
資料を作成する。あわせて、動物取扱業者への監視指導の実態把握を行った上で、法令上
義務付けている要件を含めた研修内容の在り方について検討し、原則として平成31年度中に
結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜令２＞
５【環境省】
（４）動物の愛護及び管理に関する法律（昭48法105）
都道府県知事等が行う動物取扱責任者研修（施行規則10条）について
は、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律（令元
法39）等を踏まえ、省令を改正し、その内容、開催頻度及び研修時間
の柔軟な取扱いを可能とする。
［措置済み（動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正
する省令（令和２年環境省令第６号））］

・研修資料の作成に関しては、地方公共団体
の意向調査を平成29年2月に実施し、作成方
針をとりまとめ、当該方針に基づき作成した研
修資料（映像資料）を平成30年3月末に地方
公共団体に配布した。
・研修内容の在り方については、改正動物愛
護管理法(令和元年法律第39号）等の内容を
踏まえ、「動物の愛護及び管理に関する法律
施行規則の一部を改正する省令」（令和２年
環境省令第６号）において研修の内容、開催
頻度及び研修時間の柔軟な取扱いを可能と
した。

【環境省】動物の愛護及び管理に管理に関する法律施行規則の一部
を改正する省令（令和２年環境省令第６号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/h28fu_t
suchi.html#h28_249

環境省自然環境局総務課動物愛護
管理室

－ － － － － －

６【警察庁】
（３）道路交通法（昭35法105）
　都道府県公安委員会の交通規制（４条１項）については、市町村等から道路標示等の設置
及び管理を含む交通規制の実施に関する要請があった場合には、都道府県警察と市町村等
との間で相互に十分な意思疎通を図るとともに、必要と認められる措置が迅速に講じられるよ
う、改めて都道府県警察に平成28年度から周知する。

【警察庁】市町村等からの道路標示等の設置・管理を含む交通規制の
実施に関する要請を受けた場合の対応について(通達）(平成29年1月
16日付け警察庁交通局交通規制課長通知）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/h28fu_t
suchi.html#h28_251

６【内閣府（８）】【総務省（10）】
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平25法27）
（ⅵ）通知カードの住所変更追記に関する市町村の事務負担の軽減の在り方については、制
度の運用実態や市町村の意向に係る調査を行った上で、番号提供時における国民の利便性
にも十分配慮しつつ、その結果を踏まえた適切な対応について検討し、平成29年中に結論を
得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

－ － － － － －



115 / 142 ページ

提案団体
の属性

提案
団体

年
年別
管理
番号

分野 関係府省 具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

H28 255 09_土木・建
築

中核市 豊田市 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

建築基準法第27条
公共建築物等における木材の
利用の促進に関する法律第４条

耐火構造の１階部分を造
ることにより上階の木造化
を可能とする規制緩和

木造による校舎の普及を加速するため、１階と階段室等
の部分を鉄筋コンクリート造の耐火建築物とし、２階及び
３階を木造（耐火構造及び準耐火構造以外）とすること
で、市場に流通している一般的な寸法（柱材　120角　長
さ４ｍ等）の木材を使い設計施工をする。

改正建築基準法の内容から、木造の３階建ての校舎建築は一定の延焼防止措置を講じた1時間準耐火
構造の建築物とすることが可能になった。しかし木造として構造を見せるには、梁・柱の製材断面寸法を
60㎜大きくする必要があり、製材市場の一般的な寸法では対応できない。このことから、断面寸法の大き
な製材を特別に発注して使わざるを得ず、改正建築基準法の改正後も、木造３階建ての校舎の普及が進
みにくいと考えられる。
公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律では、地方公共団体の責務として、その区域の
経済的社会的諸条件に応じ、国の施策に準じて木材の利用の促進に関する施策を策定し、及び実施す
るよう努めるとともに、その整備する公共建築物における木材の利用に努めなければならないとあるとこ
ろ、 木材利用を促進する選択肢を増やして頂きたい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

【制度の概要】
沿岸漁業改善資金は、沿岸漁業改善資金助成法に基づき、国の助成を受けて都道府県の特別会計に
資金を造成し、漁業従事者等に貸付を行う制度である。
なお、山口県では当資金の貸付原資については、平成11年度以降追加造成することなく、自己回転によ
り事業を実施している。
【具体的な支障事例】
この貸付は、都道府県が直接貸付を行う制度となっており、漁業信用基金協会の保証を受けることができ
ない。貸付に当たっては、担保又は連帯保証人の徴求が義務付けられているが、山口県では担保対象物
件の評価や管理、また財産処分等の手続きが容易ではないこと等から、連帯保証人の徴求を原則として
運用している。
近年漁業者が中古船やレーダー等の購入のために当資金の利用を検討していたが、連帯保証人の確保
の見込みが立たず、利用を断念した事例等がある。今後、民法が改正され、債務保証の要件が厳格化さ
れれば、今以上に連帯保証人の確保が困難になると見込まれる。
【制度改正の必要性】
新規漁業就業者の確保・定着がより促進されるよう、資金調達手段の多様化を図るとともに、保証人の確
保が困難なため当資金を利用できない漁業者への対策を講じる必要がある。
【参考】
なお、旧農業改良資金及び林業・木材産業改善資金においては、都道府県直貸方式に、金融機関等に
よる転貸融資方式が追加されるとともに、機関保証を利用できることとされている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

沿岸漁業改善資金助成法第６
条第１項、
中小漁業融資保証法第４条

沿岸漁業改善資金の金
融機関による転貸融資方
式の追加、転貸融資の場
合の機関保証の対象化

沿岸漁業改善資金の貸付において、都道府県の直接貸
付制度に加え、漁協等の金融機関による転貸融資方式
を追加するとともに、転貸融資方式の場合、漁業信用基
金協会による保証の対象とする。

H28 254 11_その他 知事会 九州地方知事会



116 / 142 ページ

URL
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－ － － － － －

６【農林水産省】
（９）沿岸漁業改善資金助成法（昭54法25）
（ⅰ）沿岸漁業改善資金については、物的担保の活用状況の実態や物的担保が活用されにく
い理由等について都道府県に対する調査を平成28年度中に行い、その結果を踏まえ、活用
事例を都道府県へ情報提供するなどの物的担保の活用による同資金の利用促進に資する措
置を平成29年中に講ずる。
（ⅱ）沿岸漁業改善資金の貸付方法については、上記調査結果及び同資金の利用促進に資
する措置の状況を踏まえ、転貸融資方式の導入等を含め、更なる利用促進に向けた検討を行
い、平成32年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜令２＞
５【農林水産省】
（８）中小漁業融資保証法（昭27法346）及び沿岸漁業改善資金助成法
（昭54法25）
沿岸漁業改善資金の貸付けについては、同資金の更なる利用促進に
資するよう、都道府県が転貸融資方式を導入することを可能とするととも
に、転貸融資方式により貸付けを受ける者が負担する債務について漁
業信用基金協会が保証を行うことを可能とする。

（ⅰ）平成29年3月10日に水産庁増殖推進部
研究指導課普及育成班と内閣府地方分権改
革推進室の連名にて都道府県に対し、沿岸
漁業改善資金の利用状況等についての調査
依頼の事務連絡を発出。また、利用状況調査
の回答結果を取りまとめ、平成29年12月5日
に水産庁増殖推進部研究指導課普及育成班
と内閣府地方分権改革推進室の連名にて都
道府県に対し、物的担保の活用事例等につ
いて情報提供を行い利用の促進を図った。
（ⅱ）平成29年12月5日の事務連絡発出後の
物的担保の活用状況等を把握するため、令
和元年７月３日に水産庁増殖推進部研究指
導課普及育成班から都道府県に対し、フォ
ローアップ調査依頼の事務連絡を発出した。
フォローアップ調査の回答結果のとりまとめを
行い、令和２年３月に都道府県に対しとりまと
め結果について情報提供を行った。
令和２年８月5日開催の地方分権改革有識者
会議提案募集検討専門部会での議論を踏ま
え、令和２年8月31日に、水産庁増殖推進部
研究指導課、水産庁漁政部水産経営課及び
内閣府地方分権改革推進室の連名にて、都
道府県に対し、沿岸漁業改善資金に係る転
貸融資方式の導入に関する調査依頼の事務
連絡を発出した。
令和２年12月18日「令和２年の地方からの提
案等に関する対応方針」において、「沿岸漁
業改善資金の貸付けについては、同資金の
更なる利用促進に資するよう、都道府県が転
貸融資方式を導入することを可能とするととも
に、転貸融資方式により貸付けを受ける者が
負担する債務について漁業信用基金協会が
保証を行うことを可能とする。」旨を閣議決定
した。
中小漁業融資保証法及び沿岸漁業改善資
金助成法の改正を含む「地域の自主性及び
自立性を高めるための改革の推進を図るため
の関係法律の整備に関する法律案」（第11次
地方分権一括法案）を第204回国会に提出、
令和３年５月19日成立。
令和３年8月5日に「沿岸漁業改善資金助成
法施行令等の一部を改正する政令」を閣議決
定。令和３年8月6日公布。令和3年10月20日
に「沿岸漁業改善資金助成法施行規則等の
一部を改正する政令」及び令和３年10月29日
に「農商工等連携事業計画の認定等に関す
る命令の一部を改正する命令」を公布。
令和４年２月８日に各都道府県沿岸漁業改善
資金担当者及び中小漁業融資保証担当者を
対象に第11次地方分権一括法による沿岸漁
業改善資金制度及び中小漁業融資保証制
度の一部改正に伴う説明会を実施。令和４年
３月４日に「沿岸漁業改善資金助成法施行令
第２条の表第５号の農林水産大臣が定める基
準等を定める件」及び「中小企業者と農林漁
業者との連携による事業活動の促進に関する
法律第４条第２項第２号イの農業者等が実施
する農業改良措置を支援するための措置等
を定める省令第４条第５号の農林水産大臣が
定める基準等を定める件」を公布。令和４年３
月８日に「沿岸漁業改善資金計画の取扱いに
ついて」（農林水産事務次官依命通知）、「沿
岸漁業改善資金計画の取扱いについて」（水
産庁長官通知）、「沿岸漁業改善資金助成法
の施行について」（農林水産事務次官依命通
知）、「沿岸漁業改善資金助成法の運営につ
いて」（水産庁長官通知）の一部改正を通知。

＜平28対応方針（ⅰ）＞
平成28年の地方からの提案等に関する対応方針を受けた沿岸漁業改
善資金に係る物的担保の活用状況等に関する情報提供について（平
成29年12月５日付け水産庁増殖推進部研究指導課普及育成班・内閣
府地方分権改革推進室事務連絡）

＜令２対応方針（ⅱ）＞
【農林水産省】沿岸漁業改善資金助成法施行令第２条の表第５号の農
林水産大臣が定める基準等を定める件（令和４年３月４日付け農林水
産省告示第535号）
【農林水産省】中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促
進に関する法律第４条第２項第２号イの農業者等が実施する農業改良
措置を支援するための措置等を定める省令第４条第５号の農林水産大
臣が定める基準等を定める件（令和４年３月４日付け農林水産省告示
第536号）
【農林水産省】「沿岸漁業改善資金計画の取扱いについて」の一部改
正について（令和４年３月８日付け３水推第1459号農林水産事務次官
依命通知）
【農林水産省】「沿岸漁業改善資金計画の取扱いについて」の一部改
正について（令和４年３月８日付け３水推第1460号水産庁長官通知）
【農林水産省】「沿岸漁業改善資金助成法の施行について」の一部改
正について（令和４年３月８日付け３水推第1463号農林水産事務次官
依命通知）
【農林水産省】「沿岸漁業改善資金助成法の運営について」の一部改
正について（令和４年３月８日付け３水推第1464号水産庁長官通知）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/h28fu_t
suchi.html#h28_254

水産庁増殖推進部研究指導課
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提案
団体

年
年別
管理
番号

分野 関係府省 具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

H28 256 01_土地利
用（農地除
く）

市区長会 指定都市市長会 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

都市計画法第19条３項
都市計画法施行令第14条３号
都市計画法施行規則第13条の
２

都市計画の軽易の見直
しの拡大

都市計画の軽易な変更について、都市計画法施行規則
第13条の２に、一般廃棄物処理施設の廃止等の新規事
項を追加

都市計画法第21条の軽易な変更は、その内容が限定的である。平成26年度の地方分権改革に係る提案
に基づき、平成28年度中に道路、都市高速鉄道、公園・緑地について、都道府県の都市計画変更に係る
軽易な変更の範囲と同様の範囲を市町村の都市計画変更にも適用することとする省令改正が行われる予
定であるが、都道府県も含めた軽易な変更の対象となる範囲の見直しは行われていない。
市民生活に直接影響を及ぼさない施設の廃止などについても軽易な変更の対象として加えていただきた
い。

(構成市における具体例）
昭和40年代に建設したごみ処理施設があるが、市内の他の地区に処理能力の高い施設を新設したことや
統廃合により効率化を図ったことなどにより、平成23年４月に稼動を休止した。
平成25年度に、リサイクル事業の推進の効果や今後の人口減少によるごみ発生量の見込について分析
を行い、当施設を廃止することを決定したが、当該案件は「軽易な変更」とは認められないため、廃止まで
に相当な時間を要した。
老朽化し、休止しているごみ処理施設を廃止するために、縦覧や都道府県協議などに数か月の時間や人
員、施設の維持管理費を費やすことは、公共施設の総合的かつ計画的な管理や行政の効率化の観点か
らみて適切ではない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 257 07_産業振
興

市区長会 指定都市市長会 経済産業省 B　地方
に対する
規制緩和

工場立地法施行規則第4条 工場立地法により設置を
要する環境施設の選択
肢拡大

工場立地法施行規則第４条の「緑地以外の環境施設」と
して、太陽光発電施設以外の再生可能エネルギー発電
施設等を追加

工場立地法においては、工場を立地する際に一定割合の面積の「緑地以外の環境施設」を設けるべきこ
とが定められている。当該施設については、同法施行規則において、創エネルギー関連としては太陽光
発電設備のみが規定されているが、他の再生可能エネルギーや燃料電池等はいずれも低炭素化に資す
るものである。またこれらは、その仕組みにもよるが、自立分散型電源として、災害時にも電気を供給する
ことが可能であり、施設を地域住民の一時的な避難場所として開放することで、周辺地域の生活環境の保
持にも寄与するものである。現行規定は、こうした設備の導入促進・誘導に当たり支障となっている。

（構成市における具体例）
工場施設の立地を構想し、再生可能エネルギーを含む新エネルギーの導入を検討している事業者がお
り、現行の規定では、当該発電施設の設置断念につながる恐れがある。

－

H28 258 03_医療・福
祉

市区長会 指定都市市長会 内閣府、厚
生労働省

B　地方
に対する
規制緩和

・「子ども・子育て支援整備交付
金の交付について」(平成27年
府子本第204号)
・「「放課後児童健全育成事業」
の実施について」(平成27年雇
児発0521第8号)
・子ども・子育て支援交付金交
付要綱

児童クラブ室等の整備に
関する補助条件の見直し

児童クラブ室等の施設整備に対する補助事業におい
て、施設の新設等により安価で余裕教室の活用ができる
までの間、リース方式による整備を対象に含めるよう補助
条件を見直すこと。

厚生労働省・文部科学省より示された「放課後子ども総合プラン」において、今後の放課後児童対策にお
ける計画的施設整備のため、「学校施設を徹底活用した実施促進」が明記された。その具体的な方策とし
て、「余裕教室の徹底活用等に向けた検討」が示されている。対象児童拡大及び入所希望児童数の増加
に対応するための施設整備・確保が喫緊の課題となっているが、35人学級の推進、耐震工事の影響等で
利用できる余裕教室が減っており、加えて限られた財源の中で施設を新設整備することは困難な状況に
ある。
また、今後児童数が減少する見込みである小学校において、現状では余裕教室がなく、また、近隣に活
用可能な公共施設がない場合、児童数が減少するまでの間、一時的に施設が必要となる場合がある。
このように、余裕教室が活用できるまでの間、学校敷地内に一時的なプレハブ建設が必要な場合、リース
方式による施設整備が有効であるが、リース料負担に多額の経費を要することから容易には実施できず、
児童クラブ室等の整備・確保に支障を来している。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka_yosan.html

H28 259 03_医療・福
祉

市区長会 指定都市市長会 内閣府、文
部科学省、
厚生労働省

B　地方
に対する
規制緩和

・「子ども・子育て支援整備交付
金の交付について」(平成27年
府子本第204号)
・「「放課後児童健全育成事業」
の実施について」(平成27年雇
児発0521第8号)
・子ども・子育て支援交付金交
付要綱

児童クラブ室等の整備に
関する補助条件の見直し

学校の特別教室を放課後児童クラブ室に転用するため
に必要となる移転に係る費用も、放課後児童クラブの施
設整備に対する補助事業の対象とすること。

　児童クラブ等の活動を学校施設内で行うにあたっては学校と児童クラブの施設管理区分上1階が望まし
く、余裕教室が上層階に存在する場合、1階既存特別教室等を上層階に機能移転して、1階既存特別教
室等を児童クラブ室に改修するという方法が有効である。これらの整備は適正な児童クラブ室の確保のた
めには必要なものであるにも関わらず、特別教室等の移転に係る経費については補助対象外であること
から、費用負担が重くなり、機能移転に支障を来している。

－
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URL

国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
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－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －
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の属性

提案
団体

年
年別
管理
番号

分野 関係府省 具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

H28 260 01_土地利
用（農地除
く）

市区長会 指定都市市長会 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

公有地の拡大の推進に関する
法律第９条

公有地の拡大の推進に
関する法律に基づき取得
した土地の利用に関する
規制の緩和

法第９条第２項の後に、「ただし、前各号の事業の完了、
変更または廃止により取得した際の目的を失った（果たし
た）と認められる土地については、この限りでない。」とし、
売却を含めた別の利用を認めること。（少なくとも市が総
合計画等に位置付けた施策を実現するにあたり、必要だ
と認める場合には、売却等の対応ができるようにするこ
と。）

（構成市における具体例）
未整備の都市計画施設について都市計画の見直しを図り、一部の施設では都市計画区域を変更した。こ
のうち公園緑地については、長期的な視点から都市計画を定め計画的に整備してきたが、用地取得の困
難さなどにより計画決定後、長期間経過してもなお未整備の箇所が存在することや、近年の社会経済情
勢の変化及び事業予算の減少傾向といった状況にも対応するため、市民一人あたりの面積の検証や
個々の公園緑地の機能の検証を踏まえ、規模や機能面で支障のない箇所で変更した。
　その結果、公拡法で取得した土地が都市計画区域外に複数存することとなったが、管理については公
拡法の制限を受け、同法第９条各号に基づく利用しかできない。同法に基づく利用として、別の都市計画
事業や都市再生整備計画に基づく事業、認定地域再生計画に基づく事業など挙げられるが、本件土地
は元の所有者の買い取り申し出に応じて取得したもので、面積、箇所ともに不揃いで、かつ郊外に位置す
るものも多いため、先の事業用としての需要を満たす土地は非常に限られている。
　そのため、将来にわたり利用の見込みが出るとは考えづらい土地を含みながら、将来の利用の見込みが
出るまで保有し続ける状況が続いており、それぞれの土地に係る維持管理経費も発生している（道路、公
園部門においては年間約20万円）。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 261 03_医療・福
祉

市区長会 指定都市市長会 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

保育所等整備交付金交付要綱 児童福祉施設など民間
社会福祉施設の耐震化
の促進（保育所等整備交
付金の対象拡大）

宗教法人立等であっても，社会福祉法人立等と同じく，
子ども・子育て支援の一翼を担っていることに違いはない
ことから，宗教法人等が設置する保育所等についても補
助対象に加えるよう，要件緩和を求めるもの。

【現状】
保育所等整備交付金の対象は，保育所等にあっては社会福祉法人，日本赤十字社，公益財団法人，公
益社団法人及び学校法人，保育所機能部分にあっては社会福祉法人及び学校法人に限られているとこ
ろ，実態としては，宗教法人や個人等が運営する保育所等もあり，これらについては本補助の対象外と
なっているため，耐震化に支障が生じている。
保育所等整備交付金の対象については，児童福祉法第５６条の２など関連する法令と整合を図る必要が
あることは認識しているが，耐震化は，新設等の新たに財産を取得する又は効用の増加する施設整備と
は異なり，施設の管理運営に近い性質を持っていること，また，保育所等に通う子どものいのちを守るため
に緊急を要する重要な取組であることから，耐震化に限って要件緩和を求めるものである。
（構成市の具体例）
宗教法人立等の補助対象外の保育所等については，予算確保の観点から円滑な耐震化の取組に支障
が生じており，保育所等に通う子どもの安全と，保護者の安心を十分に確保できていない。
平成２５年９月に民営保育園耐震化計画を策定したが、当時の民営保育園２２９園中，１２４園について耐
震化が必要であった（うち，２１園が宗教法人立・個人立）。建替えに伴う社会福祉法人化などにより解消し
ている園もあるが，これが困難なところは耐震化の取組ができない状況が続いている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka_yosan.html

H28 262 03_医療・福
祉

市区長会 指定都市市長会 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

生活保護法第63条 生活保護費と返還金の
調整

生活保護法（以下「法」という。）第63条に基づき生じる債
権の非免責化については、平成27年の地方からの提案
等に関する対応方針で、今後検討を行い必要な措置を
講ずるとされているが、公的扶助を適切に運用する観点
から、法第63条による返還金について、法78条による徴
収金と同様に被保護者から申出があった場合、保護費と
調整をすることが出来るなど早期に法改正を検討し、適
切な措置を講じること。

法第63 条返還金については、保護費との調整が認められておらず、納付書払等による納入指導を行うも
のの、納付が滞ることが多く、未納の債権額が増大してしまうのが現状である。
例えば、年金の遡及受給や交通事故保険金等の一時的な所得は、本来であれば法第63 条返還金として
一括で返還すべきものを、すみやかに収入申告せずに消費してしまう事例が後を絶たない。
この場合、やむを得ず分割での返還を求めることとなるが、納付書払となるため納付が滞ることが非常に多
く、未納の債権額が増大する原因となっている。
被保護者の中には高齢や疾病等により、納付のために福祉事務所や金融機関の窓口まで出向くことが難
しい方もおり、こうした被保護者からは、生活保護費から調整してほしいという依頼を受けることも少なくな
い。また、現場のケースワーカーの中にも保護費との調整を求める声がある。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html
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URL

国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 資料等

６【国土交通省】
（12）公有地の拡大の推進に関する法律（昭47法66）
（ⅰ）土地の買取りの協議（６条１項）により取得した土地（以下「先買い土地」という。）の活用に
ついては、９条１項３号及び施行令５条１項３号の規定に基づき、個々の土地ごとに公募等の
方法により住宅用地として一般に賃貸又は譲渡できることを明確化するため、地方公共団体
等に平成28年度中に通知する。
（ⅱ）先買い土地の活用事例を地方公共団体等に情報提供するとともに、相談窓口を設置し、
地方公共団体等が抱える個別具体的な問題の解決に向けた相談に応じる。
（ⅲ）先買い土地の用途制限の在り方については、その有効活用に向けて、平成28年度中に
地方公共団体等が保有する先買い土地の実態や処分先に関する地方公共団体等の意向等
の調査に着手し、その結果を受け、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するという法の趣
旨や個々の土地にも着目した最適・創造的な活用を実現すべきとされた国土審議会土地政策
分科会企画部会からの提言を踏まえながら、先買い土地が地域のニーズに応じ機動的かつ
柔軟に活用され、遊休地の解消に資するよう検討し、平成29年中を目途に結論を得る。その
結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜平29＞
６【国土交通省】
（19）公有地の拡大の推進に関する法律（昭47法66）
土地の買取りの協議（６条１項）により取得した土地（以下この事項にお
いて「先買い土地」という。）については、その有効活用を促進するた
め、都市再生整備計画（都市再生特別措置法（平14 法22）46 条
１項）に同法46 条２項２号又は３号に基づく事業を記載することにより、
先買い土地を当該事業に活用することが可能であること、また、同計画
は、交付金を充てて事業を実施しようとする場合を除き国土交通大臣へ
の提出等は不要であるなど、市町村が簡易な手続により作成することが
可能であること等について、地方公共団体等に平成29 年度中に通知
するとともに、引き続き活用事例を情報提供する。また、地域のニーズ
に応じた先買い土地の活用を促進するため、地方公共団体において内
部連携を図ることにより先買い土地の活用について検討している取組
事例等について、地方公共団体等に平成
29 年度中に情報提供するとともに、定期的な調査等により、引き続き地
方公共団体等が保有する先買い土地の実態の把握に努める。

【国土交通省】平成28年の地方からの提案等に関する対応方針を受け
た公有地の拡大の推進に関する法律に関する措置について（平成29
年３月23日付け国土交通省土地・建設産業局総務課事務連絡）
【国土交通省】「平成29年の地方からの提案等に関する対応方針」を受
けた先買い土地の有効活用の促進について（平成30年３月30日付け
国土交通省土地・建設産業局総務課公共用地室課長補佐事務連絡）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/h28fu_t
suchi.html#h28_260

－ － － － － －

６【厚生労働省】
（９）生活保護法（昭25法144）
（ⅲ）費用返還義務（63条）に基づき生じる債権については、費用等の徴収（78条）に基づき生
じる債権についての78条の２による被保護者の申出に基づく保護費からの徴収と同様にあら
かじめ保護費と調整することについて、地方公共団体からの意見を踏まえ、生活保護法の一
部を改正する法律（平25法104）附則２条に基づき、同法の施行後５年を目途として行われる生
活保護制度の見直しの中で検討し、平成29年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な
措置を講ずる。

＜平30＞
６【厚生労働省】
（16）生活保護法（昭25法144）
（ⅱ）費用返還義務（63条）に基づき生じる債権については、被保護者
の申出に基づき、あらかじめ保護費と調整することを可能とする。
[措置済み（生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支
援法等の一部を改正する法律（平成30年法律第44号））]

【厚生労働省】「生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自
立支援法等の一部を改正する法律」の公布について（通知）（平成30
年６月８付け子発0608第１号、社援発0608第１号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/h28fu_t
suchi.html#h28_262
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提案
団体

年
年別
管理
番号

分野 関係府省 具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

H28 264 01_土地利
用（農地除
く）

市区長会 指定都市市長会 警察庁、国
土交通省

B　地方
に対する
規制緩和

駐車場法施行令第７条第２項 駐車場出入口設置に係
る規制緩和

駐車場出入口設置に係る規制緩和 駐車場法及び同法施行令において技術的基準として義務付けられている路外駐車場の出入口の配置等
については「交差点の側端又はそこから五メートル以内の部分」のうち一定のものについて適用が除外さ
れている（令第７条第２項）一方、安全対策上同等の規制で十分と思われる「道路のまがりかどから五メート
ル以内の部分」については同様の適用除外がなされていないため、最適でない又はより不適切な位置へ
の設置に至るケースが生じかねない状態にあったり、出入口設置に多額の費用がかかるケースも想定さ
れる。

（構成市の具体例）
駅前の繁華街等、大通りに面している地域では、裏口のまがり角に駐車場の出入口を設置した方が、交
通渋滞の防止や安全な通行の観点から望ましいケースがある。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 265 03_医療・福
祉

市区長会 特別区長会 内閣府、厚
生労働省

B　地方
に対する
規制緩和

家庭的保育事業等の設備及び
運営に関する基準（平成２６年
厚生労働省令第６１号）第１６条
第２項

家庭的保育事業等にお
ける食事提供の特例に
関する搬入施設の緩和

家庭的保育事業等の食事の提供の特例について、搬入
施設の制限を緩和し、現に幼稚園等へ搬入を実施して
園児の食の安全性等が一定程度担保されていると認め
られる民間事業者も利用できるようにする。

搬入施設が、連携施設（認可保育所等）、同一法人または関連法人が運営する小規模保育事業所等に
限られていることから、次のような支障が生じている。
①　連携施設では給食搬入のノウハウがないため、給食及び搬入時に起きた事故のリスク配分が難しいと
いう意見があり、検討が進んでいない。
②　少人数の保育を行っている家庭的保育事業者や小規模保育事業者が自園調理を行う場合、1日数
時間のために調理員を雇用することが難しい上、献立に関する栄養士の指示を確保する手段を探すな
ど、専ら保育従事者が経営する事業者では、保育以外に行わなければならない事務負担が大きい。ま
た、連携施設から搬入する場合でも、調理したものを運搬する人材は、勤務時間が短く、報酬も安価となる
ため、確保することが難しい。
③　主に自宅で保育を行っている家庭的保育事業者や保育人数が少ない事業所では、自園調理により
安全な給食が提供できる環境を整えることが困難であり、かつ、地域内に同一法人等が設けられず特例
である外部搬入もできないため、認可への移行が阻害されている。認可外事業者のままでは、行政の指
導等が行き渡らないため、保育の質の向上には繋がらない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 266 03_医療・福
祉

市区長会 特別区長会 内閣府、厚
生労働省

B　地方
に対する
規制緩和

家庭的保育事業等の設備及び
運営に関する基準（平成２６年
厚生労働省令第６１号）第６条第
３号、附則第３条

特定教育・保育、特別利用保
育、特別利用教育、特定地域型
保育、特別利用地域型保育、特
定利用地域型保育及び特例保
育に要する費用の額の算定に
関する基準等（平成２７年内閣
府告示第４９号）第１条第３０号
及び別表第２

家庭的保育事業等の連
携施設に関する規定の
要件緩和

待機児童の生じている自治体において、家庭的保育事
業等の連携施設を確保しないことができる経過措置期間
（平成３２年３月３１日まで）を「当分の間」とする。

待機児童が生じている自治体では、５年間の経過措置や、その期間に適用される公定価格の減額につい
て、次のような支障がある。
①　都市部で整備されている乳児から入所できる１００名以下の認可保育所では、新たに入所できる３歳
児定員の枠が少なく、小規模保育事業等の卒園児を受け入れることができない状態（いわゆる「３歳児の
壁」の一つの要因）が生じている。こうした自治体では、認可保育所等の整備が進まない中で、平成３２年
３月末までに小規模保育事業者等の責任で連携施設を設けることが困難である。
②　新規参入した事業者は、地域での繋がりが弱く、既存の保育所等を連携施設として確保することが難
しい。平成３２年度に経過措置が終了することを念頭に、連携施設が確保できないことを理由として参入を
諦める事業者もいる状況がある。
③　自治体によっては、連携施設を確保しないことができる期間について、公定価格の減額分を自治体が
費用を持ち出し、事業者の負担を軽減して参入しやすい環境を整えているところもあるが、経過措置が終
わった平成３２年４月以降に、卒園児受入れの項目のみが達成できないことを理由に連携施設が非設定
であるとして事業認可を取り消さざるを得ないのは、継続的な保育の提供ができないだけでなく、保護者
の理解も得ることができない。
④　保護者が連携施設ではない保育所等への入所を希望する場合も多く、その場合は区が利用調整を
行っている状況である。保育状況が継続されることが保障されていれば、卒園児受入れのための連携施
設を設ける必要性が乏しい。子ども・子育て支援新制度の一つの柱として地域型保育事業（家庭的保育
事業など）を開始したが、待機児童が多い自治体では、連携施設の確保が反って事業者の参入を阻害す
る要因となっている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

　認可及び認可に伴う指導権者と、給付対象施設としての確認及び給付費支給や確認監査による指導等
を行う者が一元化していない煩雑さや重複感が、設置者にとって事務負担増と捉えられ、子ども・子育て
支援新制度への移行が進まない要因になっている。
　幼･保･小接続や教育･保育の質の向上に向け、近隣施設間の連携や研究･研修に取り組むにあたり、現
在の市との関係性の弱さから個別園との信頼関係構築に時間を要す場合がある。
　認可定員設定は、幼保連携型、保育所型、地方裁量型の認定こども園は市が、幼稚園型認定こども園
と幼稚園は県が行うため、子ども・子育て支援事業計画における1号認定の量の見込みと確保方策の進行
管理を行いにくい。幼稚園団体からも、教育ニーズに応じた政策的な園配置や定員設定を行うよう希望が
ある。
　27年度提案の回答では、「私立幼稚園は市町村の区域を越えて利用されており、広域的な見地から配
慮が必要」とのことであったが、指定都市のような大きな基礎自治体の私立幼稚園については市域内から
の通園がほとんどであり、当該地域における幼児児童に係る需要動向を最も把握している基礎自治体で
ある指定都市が主体的に認可判断を行うことが、むしろ住民・利用者のニーズに迅速かつ的確に対応で
きるものと考える。また、市域外から通園する幼児児童についても、幼稚園の実員から把握することや、保
育所の管外保育のように必要に応じて近隣市町村との調整をすることが可能であることから、認可判断に
支障はなく、市に認可権限を委譲することが、広域的見地を欠くとは限らないと考える。
　また、幼稚園のみを運営する法人に比べ幼稚園と小・中・高等学校を運営する法人は少なく、学校種別
により手続き先が異なる影響は限定的である。
　さらに、事務処理特例により対応可能とあったが、私学助成補助金の交付は事務処理特例で対応でき
ず、本市が要望する包括的な権限・財源の移譲は実現しない。補助金交付が伴わない認可・指導権限の
移譲では、実質的に行使できる権限の範囲は限られ、実効性の担保がない。

－文部科学省 A　権限
移譲

私立学校法第９条、私立学校振
興助成法第９条、学校教育法第
４条

私立幼稚園の認可権限
等の移譲

現在、道府県が行っている「私立幼稚園の認可」、認可
に必要な答申を審議する「私立学校審議会の設置運
営」、私立幼稚園への「運営指導」及び「補助金交付」に
かかる事務の権限・財源を指定都市に移譲

H28 263 05_教育・文
化

市区長会 指定都市市長会
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URL

国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 資料等

６【国土交通省】
（７）駐車場法（昭32法106）
まがりかどから５m以内における路外駐車場の出入口の設置規制については、道路の円滑か
つ安全な交通が確保できると認められる場合には、柔軟な対応が可能となるよう検討し、平成
29年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜平29＞
６【国土交通省】
（15）駐車場法（昭32法106）
道路のまがりかどから５ｍ以内の部分、安全地帯が設けられている道路
の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞ
れ前後に10ｍ以内の部分並びに路面電車の停留場を表示する標示柱
又は標示板が設けられている位置から10ｍ以内の部分における路外駐
車場の出入口の設置規制（施行令７条）については、安全対策を講ず
ること等により、道路の円滑かつ安全な交通が確保できると認められる
場合には、路外駐車場の出入口の設置を可能とし、平成30 年中に必
要な措置を講ずる。

【国土交通省】駐車場法施行令の一部を改正する政令（平成30年政令
第354号）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/h28fu_t
suchi.html#h28_264

６【内閣府（２）】【厚生労働省（５）】
児童福祉法（昭22 法164）及び子ども・子育て支援法（平24 法65）
（ⅱ）家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平26 厚生労働省令61）のうち、連携
施設及び給食の外部搬入を行う場合の搬入施設に関する規定については、以下のとおりとす
る。
・家庭的保育事業等における給食の外部搬入を行う場合の搬入施設（同省令16 条２項）につ
いては、公立保育所における給食の外部搬入に関する平成28 年度の構造改革特別区域推
進本部評価・調査委員会の評価も踏まえ、連携施設（同項１号）、同一又は関連法人が運営
する事業所等（同項２号）及び共同調理場等（同項３号）以外の事業者からの搬入を行うことに
ついて検討し、平成28 年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

６【内閣府（２）】【厚生労働省（５）】
児童福祉法（昭22 法164）及び子ども・子育て支援法（平24 法65）
（ⅱ）家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平26 厚生労働省令61）のうち、連携
施設及び給食の外部搬入を行う場合の搬入施設に関する規定については、以下のとおりとす
る。
・家庭的保育事業者等を利用している乳児又は幼児（以下「利用乳幼児」という。）を、当該保
育の提供が終了する際に受け入れて、引き続き教育又は保育を提供する連携施設（同省令６
条３号）については、市町村による利用調整等の方法により、利用乳幼児に対する当該保育の
提供が終了する時点までに受入施設を確保する場合でも、同号に規定する連携施設を確保
したものとみなすことが可能であることを、地方公共団体に平成28 年度中に通知する。

【厚生労働省】家庭的保育事業等の連携施設の確保について(平成29
年2月9日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課事務連絡）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/h28fu_t
suchi.html#h28_266

－ － －－ － －
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提案団体
の属性

提案
団体

年
年別
管理
番号

分野 関係府省 具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

H28 267 03_医療・福
祉

市区長会 特別区長会 内閣府、厚
生労働省

B　地方
に対する
規制緩和

家庭的保育事業等の設備及び
運営に関する基準（平成２６年
厚生労働省令第６１号）第６条第
３号、附則第３条
特定教育・保育、特別利用保
育、特別利用教育、特定地域型
保育、特別利用地域型保育、特
定利用地域型保育及び特例保
育に要する費用の額の算定に
関する基準等（平成２７年内閣
府告示第４９号）第１条第３０号
及び別表第２

家庭的保育事業等の連
携施設に関する規定の
要件緩和

待機児童の生じている自治体において、家庭的保育事
業等の連携施設を確保しないことができる経過措置（平
成３２年３月３１日まで）が適用される事業者に対して行っ
ている公定価格の減額を廃止、または経過措置の対象
から卒園児受入れ要件を除外する。

待機児童が生じている自治体では、５年間の経過措置や、その期間に適用される公定価格の減額につい
て、次のような支障がある。
①　都市部で整備されている乳児から入所できる１００名以下の認可保育所では、新たに入所できる３歳
児定員の枠が少なく、小規模保育事業等の卒園児を受け入れることができない状態（いわゆる「３歳児の
壁」の一つの要因）が生じている。こうした自治体では、認可保育所等の整備が進まない中で、平成３２年
３月末までに小規模保育事業者等の責任で連携施設を設けることが困難である。
②　新規参入した事業者は、地域での繋がりが弱く、既存の保育所等を連携施設として確保することが難
しい。平成３２年度に経過措置が終了することを念頭に、連携施設が確保できないことを理由として参入を
諦める事業者もいる状況がある。
③　自治体によっては、連携施設を確保しないことができる期間について、公定価格の減額分を自治体が
費用を持ち出し、事業者の負担を軽減して参入しやすい環境を整えているところもあるが、経過措置が終
わった平成３２年４月以降に、卒園児受入れの項目のみが達成できないことを理由に連携施設が非設定
であるとして事業認可を取り消さざるを得ないのは、継続的な保育の提供ができないだけでなく、保護者
の理解も得ることができない。
④　保護者が連携施設ではない保育所等への入所を希望する場合も多く、その場合は区が利用調整を
行っている状況である。保育状況が継続されることが保障されていれば、卒園児受入れのための連携施
設を設ける必要性が乏しい。子ども・子育て支援新制度の一つの柱として地域型保育事業（家庭的保育
事業など）を開始したが、待機児童が多い自治体では、連携施設の確保が反って事業者の参入を阻害す
る要因となっている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka_yosan.html

H28 268 11_その他 市区長会 特別区長会 総務省 B　地方
に対する
規制緩和

公職選挙法第49条第２項、同施
行令第59条の２

郵便等による不在者投票
の対象者の範囲拡大

郵便等による不在者投票の範囲を「要介護４」まで拡大
するよう関係法令を改正すること

介護保険法の「要介護４」の介護状態は、「介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態」で、具体
的には、「寝返り、両足での立位、移乗、移動、洗顔、整髪」などの日常生活能力が低下している状態であ
り、要介護４の認定者は要介護５の認定者と同様に、介護なしでは移動が困難な状態の方が多い。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 269 03_医療・福
祉

市区長会 特別区長会 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

「障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法
律に基づく指定障害福祉サービ
スの事業等の人員、設備及び運
営に関する基準」（平成18年9月
29日厚生労働省令第171号） 第
210条第１項および「東京都指定
障害者サービスの事業等の人
員、設備及び運営の基準に関
する条例」 第196条1項

「特別養護老人ホーム」と
「障害者向けのグループ
ホーム」の合築に関する
規制緩和

区では「特別養護老人ホーム」や「障害者向けグループ
ホーム」の整備が喫緊の課題であるが、用地に限りがあ
るため十分に進んでいない。そのため用地を有効活用
し、同一建物の別フロアに「特別養護老人ホーム」と「障
害者向けグループホーム」を合築することを検討してい
る。（両者は独立した社会資源であり共有部分は持たな
い）しかし現行の厚生労働省令等では、「施設」と同一の
建物の中に「障害者グループホーム」を合築することは認
められていない。合築を可能とするため、この点について
省令基準の規制緩和を要望する。

【支障事例①】区では土地区画整理事業地に「特別養護老人ホーム」と「障害者向けグループホーム」の
合築を検討し都に相談したが、右記の根拠法令により「障害者向けグループホーム」は「入所施設又は病
院の敷地外にあるようにしなければならない」と記載が有り、合築は不可と判断された。【支障事例②】既存
の「特別養護老人ホーム」と同一建物のマンションの一部を「障害者向けグループホーム」として活用する
ことも、前述の理由により不可とされた。【関係者の意見】「障害者向けグループホーム」の整備を進めてい
る社会福祉法人からは、「グループホームが十分に整備されている状況であればそのような規制を理解で
きるが、圧倒的に不足している状況で現行の規制を強いられるのは非常に厳しい」という意見が寄せられ
ている。また知的障害者の保護者からも同様の意見が寄せられており、具体的には統廃合された学校跡
地や校舎を活用した合築を可能にしてほしい等の声が挙がっている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 270 11_その他 市区長会 特別区長会 総務省、法
務省

B　地方
に対する
規制緩和

戸籍事務を民間事業者に委託
することが可能な業務の範囲に
ついて（平成25年３月28日付法
務省民一第317号 法務省民事
局民事第一課長通知）

戸籍事務の窓口業務に
おける「公権力の行使」
に当たる業務の取扱いの
見直し

戸籍事務の窓口業務に関して、真に自治体職員が行わ
なければならない業務の範囲を明確にするとともに、民
間事業者に委託することが可能な業務の範囲について、
実務を鑑みて、その取扱いの見直し・拡大を検討するこ
と

　当会を構成する一部の区では、戸籍事務の窓口業務に関して民間事業者に委託を実施し、先進的な
公共サービス改革を推進しているが、東京法務局の平成26年現地調査において、一部の業務内容につ
いて改善を求められた。

　また、窓口業務等の外部委託にあたり、委託可能な業務の範囲は各省庁から示されているが、その範囲
が明確でないことから、例えば、
①審査決定に係る定型的な入力、押印に関しても公権力の行使と見なされるおそれがあるため、ボタンの
押下や押印といった作業的な単純業務も自治体職員が行う
②書類不備や記載事項が不十分な申請者に対し、書類の追完や記載の修正がない場合、受理できない
旨を伝えただけでも、事実上の不受理処分に該当すると見なされるおそれがあるため職員が行う
などの措置を図っている。

　その結果、業務の細分化を行わざるを得なくなっており、効率的な業務運営に支障が生じている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html
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－ － － － － －

－ － － － － －

６【厚生労働省】
（20）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平17法123）
（ⅲ）障害者向けグループホーム（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平18
厚生労働省令171）210条１項に規定する指定共同生活援助に係る共同生活住居をいう。以下
同じ。）については、一定の場合には特別養護老人ホームと同一の敷地内に設置することが
可能であることを、都道府県、指定都市及び中核市に平成28年度中に通知する。
その際、障害者向けグループホームを特別養護老人ホームと同一の敷地内に設置している実
例があること及び一定の場合には障害者向けグループホームを特別養護老人ホームと同一の
敷地内に設置することができることを条例で認めている地方公共団体があることを、都道府県、
指定都市及び中核市に情報提供する。

【厚生労働省】指定共同生活援助の指定基準(立地）に関する疑義に
ついて(平成29年1月19日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉
部障害福祉課長通知）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/h28fu_t
suchi.html#h28_269

６【総務省】
（８）競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平18法51）
地方公共団体における公共サービスの改革の推進については、「経済財政運営と改革の基
本方針2016」（平成28年６月２日閣議決定）に基づき、民間事業者に取り扱わせることができる
窓口業務の範囲や業務の実施方法について考え方を整理した上で、窓口業務の適正な民間
委託等の推進の方策について検討し、平成29年度中に結論を得る。その結果に基づいて必
要な措置を講ずる。

＜平30＞
６【総務省】
（11）競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平18法51）
地方公共団体が民間事業者に委託可能な窓口業務の範囲や業務の
実施方法については、2017年度末までの官民競争入札等監理委員会
地方公共サービス小委員会における検討を踏まえ、適切な民間委託の
ためのガイドライン、仕様書の標準例を示す標準委託仕様書及び窓口
業務の参考例を示す手順書を作成し、地方公共団体に2018 年中に通
知する。
［措置済み（平成30 年４月５日付け総務省行政管理局公共サービス改
革推進
室事務連絡）］

【総務省】地方公共団体の窓口業務の民間委託に係る標準委託仕様
書等の公表について（平成30年４月５日事務連絡）
【総務省】地方公共団体の窓口業務における適正な民間委託に関す
るガイドライン
【総務省】市区町村の窓口業務に関する標準委託仕様書
【総務省】窓口業務の民間委託にかかる参考事例集

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/h28fu_t
suchi.html#h28_270
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求める措置の具体的内容

H28 271 11_その他 市区長会 特別区長会 総務省、厚
生労働省

B　地方
に対する
規制緩和

労働者派遣事業の適正な運営
の確保及び派遣労働者の保護
等に関する法律

窓口業務の民間事業者
への委託に係る適切な実
施方法の検討

　窓口業務を民間事業者へ委託する際、業務実施方法
によっては「偽装請負」と見なされる場合がある。そのた
め、具体の実務に即した整理を行い、必要な措置を講ず
ること

　当会を構成する一部の区では、戸籍事務の窓口業務に関して民間事業者への委託を実施し、先進的
な公共サービス改革を推進している。

　現状では、公共サービス分野という民間企業の参入が未開拓の分野においては、業務に習熟している
事業者が非常に少なく、一定程度技術や知識の移譲が必要となる。しかしながら、受託者が自治体職員
に作業手順等を聞きながら作業することは、事実上の指揮命令と判断され、労働者派遣事業と見なされる
（「偽装請負」と見なされる）こととなり、労働者派遣法上の規制の対象となるため、対応が困難である。この
ため、業務手順の見直しを行ったが、その結果、受託者の従業員と自治体職員との、迅速な意図伝達が
困難となり、本来の公共サービス改革の趣旨を十分に実現できておらず、効率的な業務運営に支障が生
じている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 272 10_運輸・交
通

一般市 池田市 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

補助金等にかかる予算の執行
の適正化に関する法律第22条
同施行令14条

公共用飛行場周辺における航
空機騒音による障害の防止等に
関する法律第６条
同法律施行令第５条
一般住民の学習等の用に供す
るための施設に係る補助の額を
定める告示
教育施設等騒音防止対策事業
費補助金交付要綱
航空局所管国庫補助事業に係
る財産処分承認基準

補助金を用いて設けられ
た施設の、当初目的以外
の活用についての補助
金国庫納付免除（「公共
用飛行場周辺における
航空機騒音による障害の
防止等に関する法律」で
設けられた共同利用施
設）

補助金を用いて設けられた施設で補助事業の完了後10
年を経過したものについて、目的外使用、譲渡、貸付等
を行う場合に、国庫補助金相当額の範囲内で、一定の
国庫納付を求められているものについて、当該国庫納付
を免除する。

補助金を用いて設けられた施設は、補助事業の完了後10年を経過したものであっても、長期にわたる耐
用年数の期間は収益を得る事業については補助金の国庫納付を求められ、他用途への活用の障壁と
なっている。
耐用年数期間が経過する間に時勢の変化や新たなニーズが発生した場合に対しての対応が困難となっ
ている。

池田市においては、航空機騒音対策として市内各所に「共同利用施設」が設けられている。これは昭和40
年～60年代にかけて、空港周辺の住民が騒音から逃れて保育・集会・学習・休養等の用途に利用するた
めに建設されてきたが、現在においては航空機騒音の減少や、空港周辺地域の各家庭への防音対策の
普及が進み、また、共同利用施設自体についても騒音対策としての利用が少なくなっており、その意義を
見直す必要があるところ。
このため、現在共同利用施設の再編の検討を進めており、再編の対象となる施設については、他用途へ
の転用や民間活用等について検討を行っていくこととしているが、一定の国庫納付が必要となるため、収
益を得る財産処分を伴う手法を候補として挙げにくい状況となっている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 273 11_その他 一般市 池田市 財務省 B　地方
に対する
規制緩和

財政融資資金の管理及び運用
の手続に関する規則第26条

財政融資資金における
起債前貸制度の変更

財政融資資金における起債前貸制度について、事業完
了までの間のつなぎ資金として事業進捗の円滑化を図る
ために設けられた制度であるが、年度ごとに出来高に応
じた貸付制度（起債前貸ではなく本貸として）に変更す
る。

　財政融資資金における普通地方長期資金の貸付けについては、財政融資資金の管理及び運用の手続
に関する規則第26条により、貸付対象事業が完了した後でなければ、貸付けを受けることができない。
　そのため、複数年度にわたる貸付対象事業においては、事業進捗の円滑化を図るため、つなぎ資金を
貸し付ける起債前貸制度が設けられているところであるが、事業完了段階でつなぎ資金（起債前貸）を利
息を付して返済し、新たに普通地方長期資金（本貸）に借り換えることになっており、事務手続きの煩雑化
及びつなぎ資金にかかる借入利息の負担が生じている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 274 11_その他 一般市 池田市 財務省 B　地方
に対する
規制緩和

財政融資資金の管理及び運用
の手続に関する規則第28条

財政融資資金における
貸付期限の変更

財政融資資金の普通地方長期資金の貸付けにおいて、
明許繰越する事業に係るもの（以下、「補正繰越分」とい
う）については、繰越年度の5月末日まで借り入れること
ができるよう制度を変更する。

　財政融資資金における普通地方長期資金の貸付けについては、財政融資資金の管理及び運用の手続
に関する規則第28条により、貸付期日の延長期限が貸付決定された翌年度の3月末日となっている。
　そのため、3月下旬完成予定の補正繰越分については、事業が「ほぼ完成」の状況で、国庫補助金の実
績報告見込に基づき、2月中旬に借り入れの申込みをしなければならず、事業完了後に国庫補助金の実
績報告を提出し、国庫補助金の確定額が実績報告見込額から減額となった場合は、補助裏債（国庫補助
事業の地方負担分に対する起債）の借入対象額も減額となり、結果、借入額に超過が発生することとな
る。
　そこで、借入額に超過が発生するリスクに鑑み、国庫補助金の実績報告見込に基づき算出した借入対
象額から、安全を見て借入申込額を圧縮する検討を余儀なくされている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 275 05_教育・文
化

中核市 八王子市 文部科学
省、厚生労
働省、国土
交通省

B　地方
に対する
規制緩和

学校設置基準（文部科学省令
第１４号）第１０条

学校敷地内へ児童福祉
法に規定する児童厚生
施設等設置における要
件緩和

学校教育法第3条に基づき定める学校設置基準（文部科
学省令第14号）第10条に「必要に応じて学校敷地内へ
児童福祉法に規定する児童厚生施設等（以下「学童保
育所等」という。）を設置することができる」旨規定し、学校
と学童保育所等を用途上不可分とみなすことができるよう
対応を求める。

【提案の背景】
国が策定した「放課後子ども総合プラン」では、「学校の特別教室、図書館、体育館、校庭等のスペース
や、既に学校の用途として活用されている余裕教室の一時的な利用を積極的に促進」と記述され、学校と
学童保育所等の一体的整備の方針が掲げられている。
【支障事例】
学校の敷地内に学童保育所等を設置する場合、小学校等設置基準において学校施設として明記されて
いないことから、建築基準法において、用途上可分と解釈され、学校の敷地から切り離した上で、学校とは
別に接道していることが求められており、学童保育所等の設置者にとっては、道路用地の確保等の事務
的・財政的な負担が大きくなっている。
なお、建築基準法第43条のただし書きを活用すれば対応できないことはないが、特定行政庁（八王子市
長）が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるために十分な根拠を示す必要があり、ま
た、校庭をそのような位置づけで活用することについて所有者（八王子市長）の許可を受けなければなら
ず、同じ市長であっても立場が違うことから、そのような煩雑な手間がかかることになる。よって、現行制度
においては、学校施設と児童福祉施設という別の目的の施設であることから、敷地分割をして接道を付け
るように対応しているのが現状である。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html
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６【総務省】
（８）競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平18法51）
地方公共団体における公共サービスの改革の推進については、「経済財政運営と改革の基
本方針2016」（平成28年６月２日閣議決定）に基づき、民間事業者に取り扱わせることができる
窓口業務の範囲や業務の実施方法について考え方を整理した上で、窓口業務の適正な民間
委託等の推進の方策について検討し、平成29年度中に結論を得る。その結果に基づいて必
要な措置を講ずる。

＜平30＞
６【総務省】
（11）競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平18法51）
地方公共団体が民間事業者に委託可能な窓口業務の範囲や業務の
実施方法については、2017年度末までの官民競争入札等監理委員会
地方公共サービス小委員会における検討を踏まえ、適切な民間委託の
ためのガイドライン、仕様書の標準例を示す標準委託仕様書及び窓口
業務の参考例を示す手順書を作成し、地方公共団体に2018 年中に通
知する。
［措置済み（平成30 年４月５日付け総務省行政管理局公共サービス改
革推進
室事務連絡）］

【総務省】地方公共団体の窓口業務の民間委託に係る標準委託仕様
書等の公表について（平成30年４月５日事務連絡）
【総務省】地方公共団体の窓口業務における適正な民間委託に関す
るガイドライン
【総務省】市区町村の窓口業務に関する標準委託仕様書
【総務省】窓口業務の民間委託にかかる参考事例集

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/h28fu_t
suchi.html#h28_271

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －



127 / 142 ページ

提案団体
の属性

提案
団体

年
年別
管理
番号

分野 関係府省 具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

H28 276 10_運輸・交
通

中核市 八王子市 内閣府、警
察庁、国土
交通省

B　地方
に対する
規制緩和

自転車の安全利用の促進及び
自転車等の駐車対策の総合的
推進に関する法律第２条第１項
第２号

放置自転車対策の対象
拡大

中心市街地の環境改善、放置自転車対策として、道路
運送車両法に定める原付二種（50㏄超125㏄以下）まで
自治体が撤去・保管できるよう「自転車の安全利用の促
進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法
律」の改正を求める。

【提案の背景】
駅周辺の放置自転車対策として、本市では、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合
的推進に関する法律（以下「自転車法」という。）に基づき条例を制定し、放置自転車の撤去・保管を行っ
ているところである。自転車法においては、道路交通法第2条第1項第10号に規定されている排気量50㏄
までの原動機付自転車（以下、「原付」という。）及び同第11号の2に規定されている自転車のみを法の対
象としており、道路運送車両法に定める原付二種（排気量50㏄超～125㏄以下）は、原付一種（排気量50
㏄以下）との車体の大きさはそれほど変わらないにもかかわらず、地方公共団体では撤去することができ
ず、警察による駐車違反取り締まりに委ねるしかない。
【支障事例】
自動二輪車の放置（駐車違反）は、自転車及び原付の放置以上にまちの景観を損ね、歩道の通行機能を
阻害している場合が目立ってきている。自動二輪車の放置を現認したときは、その都度警察に駐車違反
取り締まりの依頼をするが、対応が遅れることや対応しきれない場合がある。警察と共同してキャンペーン
を行い、同時に自動二輪車の撤去活動をすることも年に一度か二度はあるが、その場しのぎにすぎず、根
本的な解決にはなっていない。
【本市の実情】
本市の自転車駐車場の整備は進んでおり、近年の技術革新により、サイズが原付一種とほぼ変わらなく
なっている原付二種までは、撤去等も含めて現状と相違なく対応が可能である。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 277 01_土地利
用（農地除
く）

中核市 八王子市 国土交通省 A　権限
移譲

都市計画法第15条 都市計画の軽易な区域
区分の変更について、都
道府県から市町村に移
譲

都市計画法第15条第1項第2号の都道府県が定める都
市計画のうち、軽易な変更（省令第13条第1項第1号）に
ついて、市町村への権限移譲を求める。

【提案の背景】
市街化区域の縁辺部において区域区分が変更される場合、用途地域及び地区計画の見直しが伴うた
め、都道府県と市町村が同時に都市計画変更を行うこととなる。このうち、道路施設や地形・地物の位置の
変更のみによる区域区分や用途地域の見直しについても同様な手続きが必要であり、事務が煩雑になっ
ている。
【支障事例】
区域区分線は道路、河川、構造物の見通し線、擁壁等の地形地物及びそれらからも離隔により定められ
ており、本市では、市街化区域の縁辺に位置する都市計画道路等の高規格道路によりその基線が規定さ
れていることが多い。近年、それらの高規格化や新規IC開通等に伴う整備により、道路等の地形地物線形
が変更されたが、一定期間ごとに予定されている用途地域等の一斉見直し時に見直すこととされ、現在存
置されており、速やかな道路整備効果の発現の観点から、周辺の土地利用に支障が生じている。
こうした区域区分の変更を伴う道路整備は今後も市内の多くの箇所で想定されている（国道２０号南バイ
パス、北西部幹線道路等）。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 278 01_土地利
用（農地除
く）

中核市 八王子市 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

都市公園法第２条
都市公園法施行令第５条

都市公園内への町会自
治会等地縁団体の会館
設置に対する規制緩和

都市公園法施行令第５条第８項の「法第２条第２項第９号
の政令で定める施設」の中に、地縁団体の会館施設を加
えるよう、同施行令の改正を求める。

【提案の背景】
地域のコミュニティの醸成、防災機能、文化継承機能等地縁団体の果たす役割は大きい。しかしながら、
地縁団体の活動拠点となる会館施設を設けるための用地の確保が困難となっている。会館を所有してい
ない地縁団体は、会議や打ち合わせができる場所（会館）がないことから、子どもと高齢者とのふれあいイ
ベント、災害対応などの市民への意識啓発、近隣住民への文化の伝承等、地縁団体活動の活性化に支
障をきたしている。
【支障事例】
本市内の地縁団体である町会自治会の中には、地域内や近隣に用地を確保できず会館を持っていない
団体も数多くあり（572団体のうち130団体が所有していない）、近隣の都市公園内を会館用地として活用さ
せてほしいとの要望も受けている。八王子市内の都市公園面積は十分に確保されており（平成27年４月１
日現在、八王子市の１人当たりの都市公園面積は11.74㎡）、また、会館を設置するとしても必要最小限の
規模が想定され、都市公園法の第４条に定める「公園施設として設けられる建築物の建築面積の総計が
当該都市公園の敷地面積に対する割合は100分の２以内」の規定の範囲内にとどまると見込まれる。都市
公園の重要な目的であるオープンスペースの確保が十分達成されているにも関わらず、都市公園法施行
令第５条第８項の規定の中に「地縁団体の会館」との記載がないことから公園内に建設することができな
い。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 279 08_消防・防
災・安全

都道府県 高知県 総務省 B　地方
に対する
規制緩和

消防防災施設整備費補助金交
付要綱

消防防災施設整備費補
助金に係る補助メニュー
の拡大

消防防災施設整備費補助金に下記の補助メニューを追
加
①耐震性の無い防火水槽の耐震補強
②河川や水路を活用した消防取水施設の整備

【消防防災施設整備費補助金】
　本県では、南海トラフ地震発生時に地震の揺れを起因とする火災の発生が想定されることから、「高知県
地震火災対策指針」を策定し、出火防止、延焼防止、安全な避難といった３つの視点で対策に取り組んで
いる。
　発生した火災の延焼を防止するために、まずは消火用水の確保が重要であるが、震災時には停電や水
道設備の被害により、消火栓が使用できない可能性が高い。そのため、耐震性貯水槽など、消火栓以外
の消防水利の整備が必要である。
　しかしながら、「消防防災施設整備費補助金」には、耐震性貯水槽新設のメニューはあるが、新設するに
は費用がかかることと、設置場所の確保が課題となり、整備が進まない。
　例えば、高知県地震火災対策指針で示された重点推進地区の一つである四万十市中村地区では、地
区内に34基の防火水槽があるが、そのうち耐震性防火水槽は３基しかなく、老朽化も進んでいることから、
震災時に破損し、消火用水が漏れ、消火用水が確保できないことが想定される。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka_yosan.html



128 / 142 ページ

URL

国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 資料等

－ － － － － －

－ － － － － －

６【国土交通省】
（６）都市公園法（昭31法79）
（ⅰ）都市公園内の公園施設については、児童館及び地縁団体の会館施設が設置可能であ
ることを明確化するため、地方公共団体に平成28年度中に通知する。

【国土交通省】公園施設として設置される児童館及び地縁団体の会館
施設の取扱いについて(平成29年3月31日付け国土交通省都市局公
園緑地・景観課長通知）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/h28fu_t
suchi.html#h28_278

－ － － － － －
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提案
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番号

分野 関係府省 具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

H28 280 03_医療・福
祉

一般市 箕面市 内閣府、厚
生労働省

B　地方
に対する
規制緩和

子ども・子育て支援法第20条第
３項

子ども・子育て支援新制
度下における認定こども
園の保育短時間制度の
廃止について

認定こども園入園児童の保護者の保育必要時間等に応
じて、市町村が決定を行うこととされている「保育標準時
間」・「保育短時間」のうち、「保育短時間」を廃止する。

子ども・子育て支援新制度における保育短時間は、保育標準時間に比べ保育時間が３時間短いが、保護
者が負担する保育料はほとんど変わらないなど、保護者にとってメリットがない。
また、法人・市町村にとっても支給認定の変更事務が非常に重い負担となっているなど、制度にメリットが
乏しく、運営法人の中には認定こども園を返上したいという声すらある。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 281 06_環境・衛
生

一般市 守谷市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

水道法第26条 区域外給水の事務手続
きの簡素化

市境における1件の需要者から給水依頼を受けた時、そ
の敷地が給水を受ける側の市町村道に接していない場
合、水道法の手続きとして、①水道用水供給事業認可取
得と条例制定②水道事業の事業認可変更の届出（拡
張）及び事業の休止又は廃止（縮小）の許可及び給水区
域変更のための条例改正③給水を受ける事業体が、給
水する側の事業体の道路に配水管を埋設して給水をす
ること　等が必要となる。
しかし、市外の1件の給水のために、事業認可の取得や
条例改正、配水管整備等を実施することは、水道事業体
にとって事務負担や費用負担が大きく、また迅速な水道
サービスの提供ができない。
そのため、給水戸数や給水量が現事業認可の水需要予
測を超えない場合には、特例措置を設け、迅速な水道
サービスの提供と事務簡素化を図れるよう求める。

隣接市から、当市の市道に埋設されている配水管から、隣接市に建築が予定されているアパートへの給
水依頼があった。当該アパート敷地は、当市の市道以外に接道がなく、また隣接市の他の土地所有者か
らは給水管等の埋設同意が得られない状況にある。当該アパート敷地は隣接市の給水区域で、接道して
いる市道は当市の給水区域である。この案件で給水するためには、以下の手続きが必要となり、水道事業
体の大きな負担となっている。
①給水する側が水道法第26条に基づく水道用水供給事業者の事業認可
②給水する側は、水道法第10条に基づく給水区域の軽微な変更の届出、給水を受ける側は、水道法第
11条に基づく給水区域の一部休止又は廃止の許可
給水区域の変更による条例改正や事業認可のために時間を要し、アパート建築のスケジュールに間に合
わず、本件の給水を断念した。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 282 03_医療・福
祉

都道府県 和歌山県、滋賀
県、大阪府、兵
庫県、鳥取県、
徳島県、堺市

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

児童福祉法第４５条、児童福祉
施設の設備及び運営に関する
基準第33条

保育所の人員配置基準
の「参酌すべき基準」へ
の見直し

厚生労働省令において規定されている保育所の人員配
置基準を、「従うべき基準」から「参酌すべき基準」に見直
す

現行では、保育所における保育士の配置基準については、厚生労働省令を「従うべき基準」とすることが
児童福祉法第４５条で規定されているが、地方分権改革推進委員会第３次勧告では、同基準は廃止又は
「標準」もしくは「参酌基準」とすべきとされているところ。
昨今、保育所・待機児童問題が社会問題として大きく取り上げられ、また、本年３月の参議院予算委員会
でも、保育人材確保策など、待機児童解消に向けた取り組みについて取り上げられたところ。
待機児童数の規模は東京などの大都市ほどではないが、和歌山県においても、近年、和歌山市や岩出
市といった都市部において、特に３歳児未満の待機児童が急増しており（H25:64人→H27:215人）、待機
児童の解消が喫緊の課題となっている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 283 11_その他 都道府県 神奈川県 内閣府、総
務省

B　地方
に対する
規制緩和

地方税法 個人住民税の寄附金税
額控除対象ＮＰＯ法人の
条例による指定方法の見
直し

　国の認定においては、公示により随時に指定又は変更
といった対応をしていることから、県の指定に際しても、認
定と同様に条例記載事項の簡素化などを含め、手続き
の見直しを行うことで、より機動的な制度とする。

　寄附をした場合に地方税控除対象となるNPO法人は、条例に法人の名称及び主たる事務所までの明記
を要しており、法人の移転や名称変更の都度条例改正が必要となるなど、発生事由に対し、即時の対応
が出来ていない。
　法人が申請後、審査会の審議を経て、議会での条例改正まで約半年間を費やすこと等、手続きが煩雑
なことから、実際に申請する法人は限られ、制度が、より活発なNPO法人活動へ結びついていない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 284 03_医療・福
祉

都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

地域医療介護総合確保促進法 地域医療介護総合確保
基金の改善（早期の配分
と弾力的な運用）

　都道府県が、年度当初から事業を実施できるよう、交付
スケジュールを見直すとともに、地域の実情に合わせた
弾力的な運用などニーズに合わせた幅広い活用や、各
事業区分間の融通などを可能とすることを求める。

　基金の内示時期が、27年度の医療分の内示は7/17及び10/26（新規事業は９月補正対応）、28年度も、
現時点では6～7月と言われており、新規事業は９月補正にせざるを得ず、十分な事業期間が確保できな
い。
　内示時に事業区分ごとの金額が指定され、区分間の融通ができないため、地域の実情にあわせた運用
ができない。
　28年度、本県からは医療分の事業区分Ⅱ・Ⅲ合計で約23億円を要望し、県の28年度当初予算で既に
約21億円を計上済だが、現時点で国から担保されているのは、約12億円（国庫補助事業からの振替相当
額）のみで、どの程度上乗せされるかは、国の内示まで不明。このため、県の補助交付決定等は、内示後
にせざるを得ず、新規事業の本格的な調整も、内示後でないと困難で、事業執行に支障をきたしている。
　また、介護分でも、昨年度、介護ロボット導入支援事業について事業開始が11月となった。また、補助対
象となるロボットや、補助金額の上限（10万円）が決められており、知名度の高いコミュニケーションロボット
が対象外であったり、対象であっても、種類によっては価格に比して小額の補助しかできない等の課題か
ら申請件数が伸びなかった。

－
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６【内閣府（７）】【厚生労働省（23）】
子ども・子育て支援法（平24法65）
(ⅱ) 子どものための教育・保育給付における保育必要量の認定（20条３項）については、上記
支給認定証の交付に関する事務負担の軽減措置の状況等を踏まえ、附則２条４項に基づき、
同法の施行後５年を目途として行う子ども・子育て支援新制度の見直しの中で、保育標準時
間・保育短時間の区分の在り方について検討し、必要があると認めるときは所要の措置を講ず
る。

－ － － － 内閣府子ども・子育て本部

６【厚生労働省】
（11）水道法（昭32法177）
　区域外給水の事務手続の簡素化については、水道事業者を対象とする会議等を活用し、水
道事業の認可等の手続の考え方について引き続き、地方公共団体への情報提供を行うととも
に、平成28年度からは、参考事例についても情報提供を行う。

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －
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提案団体
の属性

提案
団体

年
年別
管理
番号

分野 関係府省 具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

H28 285 03_医療・福
祉

都道府県 広島県、中国地
方知事会、宮城
県、三重県、日
本創生のための
将来世代応援知
事同盟

内閣府、文
部科学省、
厚生労働省

B　地方
に対する
規制緩和

児童福祉法第56条の4の3
保育所等整備交付金交付要綱
認定こども園施設整備交付金交
付要綱

幼保連携型認定こども園
整備に係る交付金制度
の一元化

27年度に新たに設けられた幼保連携型認定こども園は，
「学校及び児童福祉施設としての法的位置づけを持つ
単一施設」とされ、指導・監督や財政措置の一本化が図
られたところである。
一方，その施設整備に係る国費は，保育所部分は「保育
所等整備交付金（厚生労働省）」，幼稚園部分は「認定こ
ども園施設整備交付金（文部科学省）」と別々であり，交
付金事務の流れも異なる。
単一施設を整備するにもかかわらず，二制度が並立して
いる状況であり，制度の一元化を求める。

交付を受ける立場である市町村においては，幼保連携型認定こども園を新設する場合，単一施設である
にも関わらず，保育所部分は厚生労働省，幼稚園部分は県に交付申請を行うこととなり，二重の事務が発
生している。また、供用部分については，交付申請に当たり，便宜上，幼稚園部分と保育所部分を入所定
員数等により按分し，各々の手続きを行うこととなっている。
一方，県においても，補助金交付の流れが異なることから，予算上は幼稚園部分のみを計上することにな
るほか，保育所部分については厚生労働省からの事務委任により県内市町分の取りまとめ・内容の精査
等を行った上での進達，幼稚園部分については県費補助金としての文部科学省への交付申請を行うこと
となり，二重の事務が生じている。また，単一施設であるにも関わらず，その一部のみ予算計上されるとい
う点についても，県民から分かりにくい仕組みとなっている。
《参考》
保育所部分（保育所等整備交付金）：国から市町村への直接補助
幼稚園部分（認定こども園施設整備交付金）：国から都道府県経由で市町村への間接補助

－

H28 286 03_医療・福
祉

都道府県 広島県、中国地
方知事会、宮城
県、三重県

法務省、厚
生労働省

B　地方
に対する
規制緩和

児童福祉法第18条の５及び19
児童福祉法施行令第19条
児童福祉法施行規則第６条の
35

保育士登録の取り消しに
係る国関係機関からの円
滑な情報提供

児童福祉法第18条の19等の規定により、禁錮以上の刑
に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが
なくなった日から起算して二年を経過しない者等につい
ては、保育士登録を取り消し、その者に通知の上、保育
士登録証を返納させることとなっている。
しかし、刑の確定情報が速やかに提供されなければ、適
切に保育士登録の取り消し等の事務ができない。
このため、国の関係機関からの円滑な情報提供に係る仕
組みの構築を求める。

【支障事例】
平成28年１月に、本県の保育士登録者が逮捕される事案が発生した。今後、起訴され、裁判により刑が確
定すれば、保育士登録を取り消す必要があるため、逮捕後の進捗状況について情報収集を行ったが、個
人情報保護を理由に情報を入手できない状況が続いている。
本県においては、起訴前であるため、現在は県警に情報提供を求めている段階であるが、過去に同様の
案件が発生した他県においては、裁判所からの情報提供も受けれらなかった事例があると聞いている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 288 07_産業振
興

都道府県 大阪府、滋賀
県、京都府、兵
庫県、和歌山
県、鳥取県、徳
島県、京都市、
大阪市、関西広
域連合

内閣府 B　地方
に対する
規制緩和

総合特別区域法第12条及び第
35条、同法附則第2条

総合特区推進調整費の使途等
に関する基準について（平成27
年1月13日一部変更　府地活第
9号）

総合特区推進調整費に
よる支援期間の延長

地域の実情に応じた総合特別区域計画に定めた事業の
推進を図るため、総合特区推進調整費の支援期間（当
該総合特区にかかる最初の計画の認定から５年以内に
限る）を延長すること

　関西イノベーション国際戦略総合特区では、ライフサイエンス分野や新エネルギー分野への集中投資に
より、世界に向けた新たなイノベーションを生み出していくこととしている。
　これまで、各府省の予算はもとより、当該調整費により、ＢＮＣＴ治療システムの開発や異分野の研究者
による医療技術開発拠点の整備を行うなど、さまざまな取組みを進めてきており、順調に進捗している
（内閣府総合特別区域推進本部 評価・調査検討会の平成26年度評価　4.1/5）。

　これらの分野で世界をリードしていくためには長期的・継続的な事業推進が必要不可欠であり、平成29
年度以降も、平成28年度から進めているけいはんな学研都市におけるスマートモビリティを活用した新た
な実証事業などを継続展開していく予定である。
　しかしながら、当該調整費は支援期間が「最初の総合特区計画の認定から5年以内」に限られているた
め、今後、総合特区計画更新等の手続きを行い、新計画の認定を受けたとしても、その時点で最初の計
画認定から５年を経過することから、調整費が活用出来ない。
（関西イノベーション国際戦略総合特区の最初の認定日：平成２４年３月９日）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka_yosan.html

H28 287 03_医療・福
祉

都道府県 広島県、中国地
方知事会、宮城
県

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

「がん診療連携拠点病院の整備
について」（厚生労働省健康局
長通知）（平成26年１月10日）
「診療報酬の算定方法」（平成
20年厚生労働省告示第59号）

地域がん診療連携拠点
病院の指定要件の緩和
及び外来放射線治療加
算対象の追加

医療機能の分化・連携を促進し、地域において質の高く
効率的な医療提供体制を確保するため、施設単位の基
準である地域がん診療連携拠点病院の指定要件を、連
携する病院群等の単位で基準を満たした場合でも認めら
れるよう、要件の弾力化を求める。
また、病院群として地域がん診療連携拠点病院の指定を
受けた場合も、他院入院患者の外来放射線治療加算が
認められるよう求める。

【支障事例】
本県では、地域完結型医療の実現を目指して、高度な医療資源が集中する基幹病院を中心に、医療機
能の分化・連携を進めており、特に放射線治療については、平成27年度に「広島がん高精度放射線治療
センター」を開設するなど、地域において質の高く効率的な医療提供体制を構築する取組を推進してい
る。
地域がん診療連携拠点病院の指定には、下記①または②を、施設単位で概ね満たすことが指定要件と
なっているため、各病院の診療内容等が競合・分立し、重点化が進まず、病院間連携（協調関係）による
診療内容の集約化が図られないなど、患者がより高度な医療を受ける機会を逸するなどの問題が発生す
る原因となっている。
また、「外来放射線治療加算」は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している病院が外来患者
に対して放射線治療を実施した場合に診療報酬上の加算が認められるものであるが、放射線治療科を有
しない医療機関の入院患者が別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している病院で放射線治療を
実施した場合はこの加算が認められておらず、放射線治療科を有する病院への患者の集中等により病院
間の機能分化や連携強化を実現するための支障につながる。
〔地域がん診療連携拠点病院の指定要件〕
 ① 診療実績（院内がん登録数（年間）500件以上、 悪性腫瘍の手術件数（年間）400件以上、 放射線治
療のべ患者数（年間）200人以上、がんに係る化学療法のべ患者数（年間）1,000人以上）
② ２次医療圏に居住するがん患者のうち、各施設が占める診療実績の割合：２割程度以上
※がん診療連携拠点病院に対しては、診療報酬上、「がん診療連携拠点病院加算」（入院初日500点）が
算定される。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html
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－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

＜平30＞
５【厚生労働省】
（１）健康保険法（大11法70）
（iii）2018年度診療報酬改定において、がん診療に係る外来放射線治
療加算については、厚生労働大臣が定める施設基準に適合している保
険医療機関が、他医療機関に入院中の患者に対して放射線治療を実
施した場合にも、当該加算を認めることとする。［措置済み（診療報酬の
算定方法の一部を改正する件（平成30年厚生労働省告示第43号）、平
成30年３月５日付け厚生労働省保険局長通知）］

【厚生労働省】厚生労働省告示第四十三号（平成30年３月５日）
【厚生労働省】がん診療連携拠点病院等の新規指定推薦書及び現況
報告書の提出の留意事項について（平成29年10月13日付け厚生労働
省健康局がん・疾病対策課事務連絡）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/h28fu_t
suchi.html#h28_287

６【厚生労働省】
（１）健康保険法（大11法70）
（ⅲ）がん診療に係る外来放射線治療加算については、在宅医療等を促進する観点から診療
報酬上評価しているものであるが、医療機能の分化・連携の観点から、保険医療機関の入院
患者が他の保険医療機関を受診して放射線治療を実施した場合の取扱い等、当該加算につ
いて、見直しの必要性も含め、中央社会保険医療協議会の意見を聴いた上で検討し、平成30
年度の診療報酬改定に向けて結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

（31）がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針
　がん診療連携拠点病院の指定については、指定されている医療機関のがん診療提供体制
が変更され、当該医療機関のみでは指定要件を充足できなくなる場合についても、「がん診療
連携拠点病院等の指定に関する検討会」において、現況報告書の内容を確認し、医療圏の
状況等を踏まえ、指定要件の充足度に関する個別具体的な判断を行った上で、当該検討会
の意見を踏まえ、指定継続の可否について判断することについて、地方公共団体に平成29年
度の現況報告書の提出を求める際に通知する。
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提案
団体

年
年別
管理
番号

分野 関係府省 具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

H28 291 03_医療・福
祉

都道府県 大阪府、滋賀
県、兵庫県、和
歌山県、鳥取
県、徳島県、関
西広域連合

内閣府、文
部科学省、
厚生労働省

A　権限
移譲

就学前の子どもに関する教育、
保育等の総合的な提供の推進
に関する法律
第３条、第４条、第７条、第８条

認定こども園（幼保連携
型以外）の認定権限の中
核市への移譲

幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等
事務・権限の移譲について、幼保連携型認定こども園の
認可と同様に、中核市にも移譲する。

【制度改正が必要な理由】
認定こども園の認可・認定等の権限について、平成27年12月22日地方分権改革推進本部決定「平成27
年の地方からの提案等に関する対応方針」において、政令指定都市に対してのみ認定等の権限を移譲
する方針が示されている。
政令指定都市と同様に、住民に身近で専門能力を有する中核市においても、市で全ての認定こども園に
係る事務ができれば、様式の統一等、事務の効率化が図れるとともに、地域の実情に応じた効率的、効果
的な事業実施が可能となる。
【支障事例】
現在、幼保連携型認定こども園については市の事務、幼保連携型以外の認定こども園は府の事務となっ
ている。施設類型によって権限を有する自治体が違うため、書類の様式や認可・認定スケジュール、書類
の提出先等が異なり、事業者にとっては手続きが煩雑になるとともに、市としては認定こども園に係る事務
を一体的に進めにくくなっている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 290 09_土木・建
築

都道府県 大阪府、滋賀
県、京都府、兵
庫県、和歌山
県、鳥取県、徳
島県、京都市

内閣府 B　地方
に対する
規制緩和

行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等
に関する法律

行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等
に関する法律別表第二の主務
省令で定める事務及び情報を
定める命令

特定個人情報の適正な取扱い
に関するガイドライン

公営住宅管理業務にお
けるマイナンバーの利用

公営住宅の管理業務において、業務を指定管理者に委
託している場合、指定管理者がマイナンバーに係る情報
提供ネットワークシステムに接続された端末での情報照
会が可能となるよう制度改正を求める。

 公営住宅の管理事務において、マイナンバーを利用した特定個人情報の照会が平成２９年７月から可能
となる。大阪府では府営住宅の管理運営をすべて指定管理者に委託しているが、現行制度の下では指定
管理者が情報提供ネットワークシステムに接続された端末を操作して情報照会等を行うことができない。現
在、指定管理者が各種申請の受付業務を行っており、必要書類をチェックし、審査に必要な書類をすべ
て整えた上で府に引き継ぎ、府がそれらの書類をもとに審査している。
 マイナンバー制度を導入した場合、指定管理者が各種申請書類の受付業務を行うにあたって、府の審査
に必要な情報を取得することができないため、マイナンバーにより照会可能な情報は未チェックのまま府
に引き継がれることとなる。その後、府職員が端末で情報照会を行い、審査に必要な情報を取得することと
なり、制度導入前に比べて府職員の業務量が大幅に増え、事務処理に大きな支障が生じる。
 マイナンバー導入により、申請者の負担軽減が期待されることは望ましいことであるが、現行制度のままで
は、指定管理者の事務軽減につながることはあっても、自治体の負担が増加することは明白である。この
ままでは、マイナンバー制度導入効果の一つである「行政の事務の効率化」が達成できず、住民サービス
の向上や行政の効率化につなげるための「指定管理者制度」の主旨にもそぐわない状況となる。
＜参考＞
主な事務の年間処理件数
・収入申告：約127,000件
・家賃減免：約30,000件
・入居決定：約5,000件
・同居承認：約2,000件
・地位承継：約2,000件

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

【現状の課題】
現在、麻薬小売業者間で医療用麻薬の譲り渡しを行う場合、麻薬小売業者間譲渡許可を受ける必要があ
る。本制度の下では、医療用麻薬の譲り渡しの範囲が限定的（予め譲渡許可を受けた業者間のみでの譲
り渡しに限定され、同時に複数グループでの譲渡許可を受けられない）であり、府内で当該譲渡許可を取
得している麻薬小売業者数は全体の２割程度（26年度末19％、27年度末16％、28年度(5月末）16％）。府
内の小売業者からは「手続きが煩雑」「同時に複数グループの譲渡許可を受けられず使い勝手が悪い」な
どの声も上がっており、制度が十分活用されている状況とは言えない。「現制度により在庫麻薬の不足時
に調剤ができる体制が整っている」とは言い難く、がん患者への医療用麻薬の供給を確保し、在宅医療を
推進する上で支障となっている。

【支障事例】
共同して申請を行ったグループ間での譲受しか行えず、また１の麻薬小売業者は１のグループにしか属
することができない。在庫麻薬が不足した際、近隣に当該麻薬を所有する小売業者がいても、他のグルー
プに属している場合は譲受できず、調剤ができない場合がある。

また、共同して申請する全ての申請者の押印が必要であり、グループに属する麻薬小売業者のいずれか
の変更等があれば、グループに属する全ての者の許可書を添えて手続きをしなければならないため、大
きな１グループになるほど手続きが煩雑になっている。

がん患者に対する医療用麻薬の供給を十分に確保し、在宅医療を推進するためにも、現行制度の問題
点である「１グループでの許可しか属せないこと」や「許可手続きが煩雑」といった課題を解決し、より実効
性のある制度として構築する必要がある。

－厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

麻薬及び向精神薬取締法 麻薬小売業者間譲渡許
可制度の見直し

麻薬及び向精神薬取締法に基づく麻薬小売業者免許を
受けていれば麻薬の在庫不足時における同一都道府県
の麻薬小売業者間での譲渡を認めるよう見直しを行うこ
と。
（法第24条）
また、麻薬小売業者間での麻薬の適正流通を担保する
ため重要な記録となる譲渡確認書、譲受確認書及び麻
薬処方せんの写しの交付及び保管については、許可条
件ではなく、麻薬卸売業者と同様に全ての麻薬小売業
者に対して法の定めによる義務とすること。
（法第32条）

H28 289 03_医療・福
祉

都道府県 大阪府、滋賀
県、兵庫県、和
歌山県、鳥取
県、関西広域連
合
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５【文部科学省】
（１）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平18法77）
（ⅰ）以下に掲げる事務・権限については、指定都市に移譲する。
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定及び認定申請の受理（３条１項、３項及
び７項並びに４条１項）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の審査（３条５項）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定をしない旨及び理由の通知（３条８項）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園を設置した場合の公示（３条９項）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の取消し及びその公表（７条）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定に係る関係機関への協議及び教育委
員会との連携確保（８条）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の変更の届出等（29条）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の報告の徴収等（30条）

＜令元＞
５【内閣府】
（12）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律（平25法27）
（ⅰ）公共性の高い業務における個人番号制度の利活用については、
地方公共団体における行政運営の効率化を図る観点から、個人番号
利用事務に罹災証明書の交付事務等を追加するとともに、情報連携の
対象に戸籍関係情報等を追加する。
［措置済み（情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利
便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手
続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正す
る法律（令和元年法律第16号）、戸籍法の一部を改正する法律（令和
元年法律第17号））］

個人番号利用事務に罹災証明書の交付事務
等を追加するとともに、情報連携の対象に戸
籍関係情報等を追加した。

－ － 内閣府大臣官房番号制度担当室

－ － －

―
（参考）
６【内閣府（８）】【総務省（10）】【国土交通省（17）】
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平25法27）
（ⅶ）上記のほか、地方公共団体における行政運営の効率化を図る観点から、附則６条１項に
基づき、同法の施行後３年を目途として、同法の規定について検討を加え、必要があると認め
るときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずる。

－ － －
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H28 292 09_土木・建
築

知事会 九州地方知事会 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

不動産の鑑定評価に関する法
律第１２条の２

不動産鑑定士試験の受
験申込みに係る都道府
県を経由する義務付けの
廃止

不動産鑑定士試験の受験申込みに係る都道府県を経由
する義務付けを廃止すること

【現行制度の概要】
不動産鑑定士試験の受験の申込みについては、不動産の鑑定評価に関する法律第12条の２に基づき受
験者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して行うこととされており、都道府県では、受験願書の配
布、受付、国への提出事務を行っている。
【支障事例】
現在、都道府県で受理する郵送・持参の受験願書については、記入漏れ等をチェックし、必要に応じて本
人に修正等を指示している。しかし、受験案内に記載されていない修正事項も多く、その場合は本省へ確
認して修正することとなるが、すぐに回答がない場合には、後日郵送で修正のやり取りをすることとなり、受
験者にとって二度手間となっている（特に窓口に来所された場合）。
また、他都道府県の住所地の受験願書が届いた場合は受験者に返送し、住所地の都道府県に再提出し
てもらっており、受験者の理解不足ではあるが、この場合においても、二度手間となっている。
さらに、受験願書提出後に氏名、住所又は連絡先が変更になった場合は、受験願書を提出した都道府県
ではなく、直接、国に変更届をＦＡＸしなくてはならず、受験願書に係る統一的な窓口が明確でないため
に受験者が混乱している。
【制度改正の必要性】
当該業務は、法定受託事務ではあるが、現に国において電子申請での受験申込みを受け付けており、都
道府県を経由させる必要性は低い。また、実際に県で行っているのは簡単なチェックのみであり、県の判
断を要するようなものは含まれていない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 293 11_その他 知事会 九州地方知事会 農林水産省 A　権限
移譲

補助事業等により取得し、又は
効用の増加した財産の処分等
の承認基準について（平成20年
５月23日付け農林水産省大臣
官房経理課長通知）

地方公共団体が所有す
る長期利用財産の処分
に関する事務の簡素化

　国庫補助事業で取得した施設の有効活用や事務の簡
素化のため、地方公共団体が所有する長期利用財産に
係る財産処分の手続の簡素化、具体的には地域活性化
との関連や報告の確認に関しては県が行い、国への年
度毎の事案の報告のみ行うこととする。

【提案の背景】
　社会情勢の変化に伴い、利用率及び必要性が低下した公共施設について、地域の実情や創意を汲
み、農林業振興対策に留まらず、広く地域の活性化につなげたいと考えているが、財産処分に関する協
議期間が長いことや地域活性化に繋がる根拠資料の作成等が求められることから、着手時期の遅れや地
域が望む利用計画の実施に遅れが生じている。
　権限移譲により県が事務を行うことにより、協議期間の短縮に繋がるとともに、県の総合計画に沿った施
策の推進が加速化され、市町村と一体となった、農林業のみならず、福祉、観光、教育、雇用の創出等の
地域全体の活性化が可能となる。
【支障事例】
　昭和５５年に自然休養村事業で整備した平戸市の自然休養村管理センターや平成元年に新農業構造
改善事業で整備した雲仙市の農業者トレーニングセンター、平成３年に農業改善事業で整備した壱岐市
の農村広場等（いずれも市町村所有）について、社会情勢などの変化に伴い、利用計画の変更を行いた
いが、それには「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準について（平成
20年5月23日付け20経第385号）」の規定に基づき、国への財産処分報告が必要である。
　長期利用財産の財産処分は報告でよいことになっているが、実際には農政局とのヒアリング等の事務が
発生しており、一件当たり平均4～6ヶ月の期間が必要となっている。
　また、長崎県では今後も社会情勢の変化に伴い、このように長期利用財産の使用目的を変更する事案
が多く発生することが見込まれている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 294 11_その他 知事会 九州地方知事会 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

補助事業等により取得し、又は
効用の増加した財産の処分等
の承認基準について（平成20年
５月23日付け農林水産省大臣
官房経理課長通知）

国庫補助事業における
事業主体の法人化に伴う
財産処分申請の簡素化

　集落営農組織や個別経営体の法人化の推進は国の施
策とも合致しており、事業の目的や効果に何ら影響を与
えるものではないことから、経営体の法人化に伴う財産処
分申請については、都道府県への事前届出制とし、国へ
は県からの事後報告とする。
※強い農業づくり交付金の事務取扱における合併JAに
対応した移管届（別記様式第９号）に準じた対応を想定

【提案の背景】
　農業経営体の法人化の促進については、「日本再興戦略」にも盛り込まれ、長崎県としてもその推進に
向け経営相談や法人計画作成の支援等を行っている。
　しかしながら、国庫補助金で財産を整備した経営体については、法人化の前に、国に対して財産処分
承認申請を行わなければならず、農作業の繁忙期等は事務が進みにくく、また事務量が多いことから法人
化に前向きにならない経営体も存在する。
　このような状況を改善するためには、必要となる申請書類等の削減と事務期間の短縮が必要である。
　また書類の確認等の申請事務を都道府県が行うことで、法人により近い立場で指導が行え、併せて事務
時間の短縮が見込まれる。これにより、経営体の法人化を一層加速化し、長崎県としても施策として掲げる
経営体の経営力の強化、地域の担い手の確保や雇用の創出が促進される。
【支障事例】
　長崎県においては、今後５年間で200経営体の法人化を進めることを計画しており、それらのうち１／４程
度の経営体については、構造改善事業や強い農業づくり交付金で整備した財産を所有しているため、法
人化に伴い、各経営体は財産処分申請が必要となり、その事務処理に相当の時間を要することが予想さ
れる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 295 02_農業・農
地

知事会 九州地方知事会 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

農業振興地域の整備に関する
法律第３条第４号、
農業振興地域の整備に関する
法律施行規則第１条

農用地区域内における
農家レストラン設置を可
能にすること

現在、国家戦略特区の下でのみ農用地区域内に農家レ
ストランを設置できるが、当該措置を全国展開する。

【支障事例】
 現在、「農家レストラン」は「国家戦略特区」において指定された場合を除き、農用地区域内に設置するこ
とができないため、農用地区域から除外できない場合は設置を断念せざるを得ない状況にある。

－
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６【国土交通省】
（８）不動産の鑑定評価に関する法律（昭38法152）
不動産鑑定士試験の受験の申込みに係る都道府県経由事務については、受験者の利便性
の確保と都道府県の負担軽減の両立を図る観点から、都道府県の意向を踏まえ、当該事務の
在り方について検討し、平成29年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ず
る。

＜平29＞
６【国土交通省】
（16）不動産の鑑定評価に関する法律（昭38法152）
不動産鑑定士試験の受験の申込みに係る都道府県経由事務について
は、廃止する。

「地域の自主性及び自立性を高めるための改
革の推進を図るための関係法律の整備に関
する法律（平成30年法律第66号）」が平成30
年６月27日に公布され、不動産鑑定士試験の
受験の申込みに係る都道府県経由事務が廃
止された（平成31年１月１日より施行）。

－ － 国土交通省不動産・建設経済局地価
調査課

４【農林水産省】
（１）補助事業等により取得した長期利用財産の財産処分に関する事務
市町村等の地方公共団体が所有する間接補助事業により取得した長期利用財産の処分の報
告については、交付主体である都道府県が内容を確認し、処分の妥当性を判断することとし、
その旨を都道府県に平成28年度中に通知する。

【農林水産省】補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の
処分等の承認基準についてのの一部改正について(平成29年3月31
日付け大臣官房参事官（経理）通知）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/h28fu_t
suchi.html#h28_293

６【農林水産省】
（15）補助事業等により取得した財産の財産処分に関する事務
（ⅱ）経営体の法人化に伴い財産を譲渡する場合に行う農林水産省所管の国庫補助事業等
により取得した財産の処分申請については、同じ交付主体の補助事業で整備した財産を一括
して申請することが可能であることを、地方公共団体に平成28年度中に周知する。

【農林水産省】補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の
処分等の承認基準についてのの一部改正について(平成29年3月31
日付け大臣官房参事官（経理）通知）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/h28fu_t
suchi.html#h28_294

－ － － － － －
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提案団体
の属性

提案
団体

年
年別
管理
番号

分野 関係府省 具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

H28 296 11_その他 知事会 九州地方知事会 内閣府、個
人情報保護
委員会、総
務省、厚生
労働省

B　地方
に対する
規制緩和

行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等
に関する法律（平成25年法律第
27号）第１９条

行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等
に関する法律第十九条第十四
号に基づき同条第七号に準ず
るものとして定める特定個人情
報の提供に関する規則（平成27
年特定個人情報保護委員会規
則第3号）第３条

マイナンバー制度におけ
る条例事務の情報連携
要件の見直し（不妊治療
費助成関係事務のマイ
ナンバー利用対象化）

地方公共団体が定めるマイナンバーの条例事務（独自
利用事務）が、情報提供ネットワークシステムを使用して
特定個人情報の提供を求めるためには、準ずる法定事
務と趣旨又は目的が同一であることが求められている。
独自利用事務である不妊治療の助成に係る事務は、現
在個人情報保護委員会が公表している事務の中で、類
似している事務があるかどうかの判断が難しい。
そこで、個人情報保護委員会が規則で定める要件を緩
和し、不妊治療の助成に係る事務においてもマイナン
バーの利用を可能とすることを求める。

【支障事例】
地方公共団体は、不妊治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図り、子どもを産みたい方が産める
ような環境づくりを推進するため、不妊治療費等の一部を助成。
番号法の法定事務では、難病医療（難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号））
について、マイナンバーの利用、情報提供ネットワークシステムの使用を認めている。
しかし、不妊症について、難病のように疾病と定義づけることは難しいため、不妊治療と難病医療の趣旨
又は目的が同一であるかの判断が難しい。
マイナンバーの利用ができない場合は、所得・税額証明書等の添付書類の省略や、自治体事務の効率
化が図れない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 297 11_その他 知事会 九州地方知事会 内閣府、個
人情報保護
委員会、総
務省、文部
科学省、厚
生労働省

B　地方
に対する
規制緩和

行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等
に関する法律（平成25年法律第
27号）第１９条

行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等
に関する法律第十九条第十四
号に基づき同条第七号に準ず
るものとして定める特定個人情
報の提供に関する規則（平成27
年特定個人情報保護委員会規
則第3号）

マイナンバー制度におけ
る情報提供ネットワークシ
ステムの情報照会項目の
見直し

地方公共団体が定めるマイナンバーの条例事務（独自
利用事務）が、情報提供ネットワークシステムを使用して
照会できる特定個人情報は、準ずる法定事務と同一の
項目に限定されている。
そのため、独自利用事務において照会する情報につい
て、現在独自利用事務で添付を求めている書類と、法定
事務で求めている書類が同じである場合（どちらも所得・
税額証明書の添付を求めている場合等）は、当該書類に
記載されている必要な項目をすべて照会できるように見
直しを求める。

【支障事例】
独自利用事務が照会する特定個人情報については、準ずる法定事務が照会する特定個人情報の具体
的な項目と一致することとされているため、独自利用事務が必要とする特定個人情報の項目が、準ずる法
定事務において照会できない場合、情報照会を行っても、必要な特定個人情報を入手できず、所得・税
額証明書の提出を省略することができない。
具体的な支障事例１
〔準ずる法定事務〕感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による費用の負担又は
療養費の支給に関する事務；市町村民税均等割額は照会できるが、市町村民税所得割額は照会できな
い。
〔独自利用事務〕肝炎治療費の助成に関する事務；市町村民税所得割額が必要
具体的な支障事例２
〔準ずる法定事務〕高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する事務；
市町村民税所得割額が照会項目となっている。
〔独自利用事務〕県立学校等の授業料の減免；総所得額、控除額、市町村民税均等割額及び市町村民
税所得割額が必要

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 298 11_その他 知事会 九州地方知事会 内閣府、総
務省、厚生
労働省、国
土交通省

B　地方
に対する
規制緩和

行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等
に関する法律（平成25年法律第
27号）第１９条

行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等
に関する法律別表第二の主務
省令で定める事務及び情報を
定める命令（平成26年内閣府・
総務省令第7号）

マイナンバー制度におけ
る療育手帳関係情報、外
国人保護関係情報の情
報提供ネットワークシステ
ムによる情報照会の実施

マイナンバー制度の情報提供ネットワークシステムにお
いて照会できる特定個人情報は、番号法別表第二に規
定されている特定個人情報に制限されている。
番号法別表第二では、身体障害者手帳や精神保健福
祉手帳の情報、生活保護の実施情報を照会できるように
規定されているが、地方公共団体が独自に実施している
療育手帳の情報や外国人保護の情報は規定されていな
い。
地方税の減免、社会保障の給付等では、療育手帳の情
報や外国人保護の情報も必要となるため、情報提供ネッ
トワークシステムを使用して照会できるように求める。

【支障事例】
番号制度の情報提供ネットワークシステムの利用開始後は、地方税の減免、社会保障の給付の際等に、
身体障害者手帳や精神保健福祉手帳を持っている方は手帳の提出を、また、生活保護を受給している方
は受給証明書の提出を省略できるにも関わらず、療育手帳や外国人保護関係情報については、番号法
に規定されなければ、その提出を省略できず、住民サービスの向上につながらないとともに申請窓口の混
乱を招く。
〔療育手帳〕
身体障害者手帳や精神保健福祉手帳、療育手帳の所有者が同様に扱われている事務の例
・障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務
・児童扶養手当の支給に関する事務
・地方税の賦課徴収に関する事務
・公営住宅の管理に関する事務
〔外国人保護〕
生活保護受給者、外国人保護受給者が同様に扱われている事務の例
・障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務
・地方税の賦課徴収に関する事務
・公営住宅の管理に関する事務

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

H28 299 11_その他 知事会 九州地方知事会 内閣府、総
務省、国土
交通省

B　地方
に対する
規制緩和

行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等
に関する法律（平成25年法律第
27号）第１９条

マイナンバー制度におけ
る管理代行者に対する情
報提供ネットワークシステ
ム利用環境の整備

マイナンバー制度において、情報提供ネットワークシステ
ム（ＮＷＳ）を使用するためには、中間サーバー（ＳＶ）が
必要となる。
中間ＳＶについて、地方公共団体の首長部局、教育委員
会向けのソフトウェアは、総務省において一括して開発さ
れているが、公営住宅の管理代行者向けのソフトウェア
の開発は進められていない。
管理代行者に地方公共団体向けの中間ＳＶを経由した、
情報提供ＮＷＳの利用を認めるよう求めるもの。

【支障事例】
公営住宅の管理代行者が、単独でソフトウェア開発や中間ＳＶを保有する必要があるが、技術や経費の面
において、極めて困難である。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html
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URL

国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 資料等

－ － － － － －

６【内閣府（８）】【個人情報保護委員会（１）】【文部科学省（８）】　【厚生労働省（24）】
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平25法27）
（ⅱ）地方公共団体が９条２項に基づき実施する事務（独自利用事務）について、以下の措置
を講ずる。
・高等学校等就学支援金の支給に関する事務に併せて行っている補助に関する事務及び医
療費助成に関する事務については、当該事務を処理するために必要な地方税関係情報の項
目と認められる場合には、情報連携が可能となるよう、必要な措置を講ずることとし、その旨を
地方公共団体に平成28年度中に周知する。

・独自利用事務を処理するために必要な特定個人情報の追加要望に対応するため、関係者
による検討会（関係府省（内閣府、総務省等）及び地方公共団体で構成）を年１回開催する。

６【内閣府（８）】【総務省（10）】【厚生労働省（24）】【国土交通省（17）】
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平25法27）
（ⅱ）地方公共団体が９条２項に基づき実施する事務（独自利用事務）について、以下の措置
を講ずる。
・療育手帳関係情報を情報連携の対象とすることについては、提供側の地方公共団体の意見
も把握しつつ、現場の事務が混乱することのないよう、平成29年度中に療育手帳に関する事
務を独自利用事務として条例で定める地方公共団体が増加するよう関係府省が連携して働き
かける。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

【厚生労働省】療育手帳のマイナンバー制度における取扱いについて
(平成29年6月5日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画
課長通知）
【厚生労働省】全国厚生労働関係部局長会議（厚生分科会）資料（平
成29年1月20日）
【厚生労働省】身体障害者手帳及び療育手帳に関するマイナンバー
情報連携について（令和2年3月9日障害保険福祉関係会議資料）
【厚生労働省】（資料）療育手帳関係情報に係る独自利用事務条例の
制定について（令和2年2月21日付厚生労働省社会・援護局障害保険
福祉部企画課長通知）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/h28fu_t
suchi.html#h28_298

６【内閣府（８）】【総務省（10）】【国土交通省（17）】
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平25法27）
（ⅴ）自治体中間サーバー・プラットフォームについては、地方公共団体情報システム機構が
設置及び管理しており、当該機構自らのサービスとして提供しているため、その利用について
は当該機構が判断する事項であり、地方公共団体と当該機構の間で調整する事項である旨の
補足を加えた回答を、「デジタルPMO（番号制度に関する情報共有を目的としたコミュニケー
ションツール）」の「FAQ」に、平成28年度中に記載する。
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提案団体
の属性

提案
団体

年
年別
管理
番号

分野 関係府省 具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

H28 301 02_農業・農
地

知事会 九州地方知事会 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

消費・安全対策交付金実施要
領第７の５、６

消費・安全対策交付金実施要
綱別表１の２

消費・安全対策交付金の
実施要領の交付対象要
件等の緩和

死亡牛のＢＳＥ検査や適正処理を将来にわたり円滑に進
め、国内におけるＢＳＥの監視体制を維持するためにも、
①消費・安全対策交付金の実施要領第７の施設整備等
の一般的基準において、ＢＳＥ検査に係る関連施設に限
り、補修費及び既存施設の更新も交付対象とすること。
②消費・安全対策交付金の中の食料安全保障確立対策
整備交付金の対象施設に、死亡牛のＢＳＥ検査実施後
に、死亡牛を適正に処理するために必要な関連施設で
ある化製場に整備された牛処理専用ラインを含めるととも
に、当該施設の整備等に限り、設置する団体を事業実施
主体に加えること。

【支障事例】
　死亡牛のＢＳＥ検査開始から10年以上が経過し、死亡牛の一時保管施設や処理施設の老朽化が進ん
でいる。
　死亡牛からＢＳＥ検査材料を採取し、検査結果が判明するまでの間、死亡牛は腐敗防止のため、一時保
管施設内の冷凍コンテナに収容されるが、保管中に死亡牛から発生する硫化水素ガスが冷凍器の冷却
管を腐食し、ガス漏れを起こすため、耐用年数は一般的な冷凍コンテナに比べ、極端に短い状況にある
（約３年）。冷凍コンテナが使用不能に陥ると、死亡牛のＢＳＥ検査と適正処理の実施に支障が生じることと
なる。
　また、鹿児島県内の化製場に整備された牛処理専用ラインについては整備から12年が経過する中で、
死亡牛のＢＳＥ検査実施後に、死亡牛を適正に処理するためには、頻繁な補修等が必要になっている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka_yosan.html

H28 302 01_土地利
用（農地除
く）

知事会 九州地方知事会 総務省、文
部科学省、
厚生労働
省、農林水
産省、経済
産業省、国
土交通省、
環境省

B　地方
に対する
規制緩和

半島振興法第３条第１項 半島振興計画に係る主
務大臣の協議、同意の廃
止

都道府県が半島振興計画を作成する際には、あらかじめ
主務大臣へ協議し同意を得ることとされているが、半島
振興計画の作成に関して主務大臣が都道府県に変更を
求めることができることとした上で、計画策定後の主務大
臣への提出制度に改める。

【現状】
半島振興法第３条によると、「都道府県は、半島振興計画を作成しなければならない。この場合において
は、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。」と定められている。
なお、同様の趣旨で制定されている山村振興法に基づき県が策定する山村振興基本方針では、都道府
県が方針策定後に主務大臣に提出し、主務大臣による都道府県への勧告が可能であることから、主務大
臣への同意協議は行われていない。

【具体的な支障事例】
半島振興計画の作成において、主務大臣への協議（事前協議を含む）及び同意を得るために多大な時
間と労力を要している。（本県のH27計画策定時には、事前協議を含めて国協議に約７か月を要している）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

【支障事例】
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による措置入院患者の費用徴収、感染症の予防及び感染
症の患者に対する医療に関する法律による入院患者の自己負担額の認定においては、所得税額を基礎
とすることとされている。
当該事務においては、番号法によりマイナンバー及び情報提供ネットワークシステムの利用が認められて
おり、地方税関係情報を入手することができるが、所得税に関する情報は特定個人情報とされていないた
め、情報照会を行っても、必要な特定個人情報を入手できず、添付書類の削減に繋がらない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html

内閣府、総
務省、厚生
労働省

B　地方
に対する
規制緩和

行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等
に関する法律（平成25年法律第
27号）第１９条
精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律（昭和25年法律第
123号）第３１条
感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律
（平成10年法律第114号）第３７
条
精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律による措置入院患
者の費用徴収額、結核予防法
による命令入院患者等の自己
負担額、麻薬及び向精神薬取
締法による措置入院者の費用
徴収額及び感染症の予防及び
感染症の患者に対する医療に
関する法律による入院患者の自
己負担額の認定基準について
（平成７年6月16日厚生省発健
医第189号厚生省事務次官通
知）

マイナンバー制度の活用
を図るための社会保障制
度における所得要件の
見直し

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による措置
入院患者の費用徴収、感染症の予防及び感染症の患者
に対する医療に関する法律による入院患者の自己負担
額の認定基準の基礎を、所得税額から市町村民税所得
割額に改めることを求める。加えて、情報提供ネットワー
クシステムを通じて、必要な特定個人情報の入手が可能
となるよう、データ標準レイアウトの改善を求める。

H28 300 11_その他 知事会 九州地方知事会
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URL

国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 資料等

－ － － － － －

６【総務省（６）】【文部科学省（４）】【厚生労働省（16）】【農林水産省（10）】
　【経済産業省（６）】【国土交通省（15）】【環境省（６）】
半島振興法（昭60法63）
半島振興計画（３条）の策定に係る事務については、事前調整における都道府県の事務負担
の軽減を図るため、これまで複数回にわたり行ってきた計画案の調整を１回とすることを原則と
するとともに、事前調整における留意事項等について都道府県への情報提供を行うなど、事
務の簡素化に資する措置を次回の半島振興計画策定時に講ずる。

内閣府大臣官房番号制度担当室

総務省大臣官房個人番号企画室

厚生労働省社会・援護局障害保健福
祉部精神・障害保健課

厚生労働省健康局結核感染症課

６【内閣府（８）】【総務省（10）】【厚生労働省（24）】
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平25法27）
（ⅲ）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平10法114）による費用の
負担又は療養費の支給に関する事務（別表２の97）については、当該事務を処理するために
必要な地方税関係情報の提供について、情報連携が可能となるよう、必要な措置を講ずること
とし、その旨を地方公共団体に平成28年度中に周知する。

（ⅳ）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭25法123）による入院措置又は費用の徴
収に関する事務（別表２の23）については、当該事務を処理するために必要な地方税関係情
報の提供について、措置入院という制度の性質等を踏まえ、地方税法（昭25法226）上の守秘
義務を解除した上での情報連携の方策について関係府省が連携して検討し、平成29年中に
結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜平29＞
６【内閣府（８）】【総務省（8）】【厚生労働省（14）】
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭25 法123）及び行政
手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律（平25 法27）
　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院措置（同法
29 条及び29 条の２）を行った場合の負担能力の認定又は費用の徴収
に関する事務（同法31 条）については、地方税法（昭25 法226）22 条
の規定に基づく守秘義務を解除し、地方税関係情報を提供することが
可能となるよう、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に質問検
査権等の規定を整備した上で、行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律に基づく情報連携によって地方
税関係情報の提供を受け、当該事務を処理することが可能となるよう、
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
る法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令（平26
内閣府・総務省令７）を改正すること等必要な措置を講ずる。また、その
旨を地方公共団体に周知する。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
に基づく入院措置を行った場合の負担能力
の認定又は費用の徴収に関する事務につい
て、地方税関係情報の情報連携を可能とし、
その旨を都道府県に通知した。

【内閣府】【総務省】令和２年６月改版後のデータ標準レイアウトに基づ
く試行運用対象事務手続の本格運用開始期日並びに同日以降情報
連携可能な事務手続の一覧及び省略可能な書類等について（令和２
年10月２日付け内閣府大臣官房番号制度担当室参事官・総務省大臣
官房参事官（総務省大臣官房個人番号企画室長）通知）
【厚生労働省】「平成 28 年の地方からの提案等に関する対応方針」に
係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の
規定に基づく事務の対応について（平成29年３月２日付け厚生労働省
健康局結核感染症課長事務連絡）
【厚生労働省】「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による措
置入院患者の費用徴収額、麻薬及び向精神薬取締法による措置入院
者の費用徴収額及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
に関する法律による入院患者の自己負担額の認定基準について」の
一部改正について（令和元年５月23日付け厚生労働事務次官通知）
【厚生労働省】「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による措
置入院患者の費用徴収額、麻薬及び向精神薬取締法による措置入院
者の費用徴収額及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
に関する法律による入院患者の自己負担額の認定基準について」の
一部改正に伴う費用徴収の運用について（令和元年５月23日付け厚
生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課事務連絡）
【厚生労働省】精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による措
置入院者の費用徴収額認定基準の取扱いについて（令和元年５月23
日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長
通知）
【厚生労働省】「精神保健法による措置入院者の費用徴収額の認定の
取扱いについて」の廃止について（令和元年５月23日付け厚生労働省
社会・援護局障害保健福祉部長通知）
【厚生労働省】令和２年６月改版後のデータ標準レイアウトに基づく試
行運用対象事務手続の本格運用開始期日並びに同日以降情報連携
可能な事務手続の一覧及び省略可能な書類等について
（令和２年10月６日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画
課、障害福祉課、精神・障害保健課事務連絡）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/h28fu_t
suchi.html#h28_300
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提案団体
の属性

提案
団体

年
年別
管理
番号

分野 関係府省 具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

H28 303 01_土地利
用（農地除
く）

知事会 九州地方知事会 総務省、文
部科学省、
厚生労働
省、農林水
産省、経済
産業省、国
土交通省、
環境省

B　地方
に対する
規制緩和

離島振興法第４条第10項、第11
項

離島振興計画に係る主
務大臣の事前審査の廃
止

都道府県が離島振興計画を定めたときには、直ちに、こ
れを主務大臣に提出し、主務大臣は離島振興基本方針
に適合していないときは都道府県に変更すべきことを求
めることができるとされているが、実務上行われている離
島振興計画案の事前提出による審査について、廃止す
る。

【現状】
離島振興法第４条により、「都道府県は、離島振興基本方針に基づき離島振興計画を定めた際にこれを
主務大臣に提出し、主務大臣は、離島振興基本方針に適合していないと認めるときは、当該都道府県に
対しこれを変更すべきことを求めることができる。」と定められているが、実務上、計画策定前に離島振興
計画案の事前提出により、離島振興基本方針に適合するか否かの審査が行われている。
なお、同様の趣旨で制定されている山村振興法に基づき県が策定する山村振興基本方針においては、
国への事前提出による審査は行われていない。

【具体的な支障事例】
離島振興計画の策定において、実務上行われている、事前審査に多大な時間と労力を要している。（本
県のH25計画策定時には、国協議に５か月を要している）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/teianbosyu_
kekka.html
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URL

国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 資料等

６【総務省（５）】【文部科学省（３）】【厚生労働省（10）】【農林水産省（５）】
　【経済産業省（３）】【国土交通省（５）】【環境省（２）】
離島振興法（昭28法72）
離島振興計画（４条）の策定に係る事務については、任意の事前審査における都道府県の事
務負担の軽減を図るため、都道府県の個々の事情に鑑みて時間に余裕を持って調整が可能
となるようにするとともに、事前審査における留意事項等について都道府県への情報提供を行
うなど、事務の簡素化に資する措置を次回の離島振興計画策定時に講ずる。

－ 改正離島振興法の成立に伴う新たな離島振
興計画策定について、時間に余裕を持って
調整が可能となるようにするとともに、事務の
簡素化に資するため、以下の措置を講じた。
・離島活性化交付金事業に係る事業の経過
措置について改正離島振興法に規定され
た。
・令和４年11月25日に開催した離島関係都道
県連絡会において、離島振興計画策定に関
する説明を行った。
・離島振興計画に記載する産業振興促進事
項について、Q&A形式で周知した。

【国土交通省】離島振興法改正に係る離島関係都道県連絡会資料
【国土交通省】産業振興促進事項Q&A

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/2016/h28fu_t
suchi.html#h28_303

総務省地域力創造グループ地域振興
室

文部科学省大臣官房文教施設企画・
防災部施設助成課

厚生労働省政策統括官（総合政策担
当）付政策統括室
 
農林水産省農村振興局農村政策部
地域振興課

経済産業省地域経済産業グループ地
域産業基盤整備課

国土交通省国土政策局離島振興課

環境省自然環境局総務課


